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　上田地域は、自然に恵まれた山紫水明の地である上田盆地を中心に、古代におい

ては東山道が、江戸時代にあっては北国街道・中山道が通過するなど、古くから交

通の要衝でした。また、明治以降の信越線の開通とともに、養蚕業が栄えた地域で

す。現在は上信越自動車道の開通や北陸新幹線が金沢に延伸するなど、首都圏や地

方都市間を結ぶ高速交通基盤が整備されています。

　上田地域を取り巻く情勢は、少子化・超高齢社会の進行、高度情報化社会や国際

化の進展、環境問題など大きく変化しています。このような状況下にあって、「ま

ち・ひと・しごと創生法」による地方創生の取り組みが地方自治体に求められてお

り、更なる広域的な展開が必要であるため、広域連合の果たす役割も大きくなって

います。

　上田地域広域連合は、圏域の一体的、総合的な発展に取り組むとともに、広域に

わたって処理することが効率的な事務を共同処理し、関係市町村が互いに支え合う

仕組みとして、これまで成果を上げてきました。今後も、地方創生の流れを踏まえ、

関係市町村の特性を生かし、相互に連携を図りながら、上田地域の将来を見据えて

一体的、総合的な発展・振興を図ります。

　上田地域は、長野県の東部に位置し、一部が群馬県に接するほか、周囲は佐久・

松本・諏訪・長野の４つの地域に隣接しています。面積は、県下の約７％を占めて

おり、北は菅平・湯の丸高原、南は美ヶ原高原などの山々や高原に囲まれ、中央を

千曲川が地域を二分する形で東西に流れています。

　気候は、昼と夜の気温較差が大きい典型的な内陸性気候で、年間平均降水量は、

約 900mm前後と全国でも有数の寡雨地帯です。

　産業は、工業が自動車関連、電気機械、一般機械器具等を中心として、製造品出

荷額等は県下の約 14%（平成 26年工業統計調査）を占めています。

農業は、標高差等の自然条件や、バイオ技術、三大都市圏の近郊という立地条件を

生かし、付加価値の高い野菜、果樹、花き等の生鮮農産物等の供給基地として発展

しています。また、「千曲川ワインバレー構想」など、ブドウ栽培とワイン醸造を

次世代産業の中核の一つとして位置付けた取組や、農林水産業の新たな付加価値を

創出する６次産業化が進められています。

１　 はじめに

２　 上田地域の概要

広域計画の策定にあたり
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広域計画の策定にあたり

　交通網は、上信越自動車道・北陸新幹線・一般国道 18号等が東西を横断し、そ

の他国道・主要地方道・県道等が地域内外を結んでいます。

人口は、県全体の約 10%を占めています。

　平成 10年４月長野県下で初となる、９市町村で構成される上田地域広域連合が

発足しました。その後、平成 16年４月１日東部町及び北御牧村の合併による東御

市の誕生、平成 17 年 10 月１日の長門町及び和田村の合併による長和町の誕生、

平成 18年３月６日の上田市、丸子町、真田町及び武石村の合併による新生上田市

の誕生により、広域連合を構成する市町村は上田市、東御市、青木村、長和町及び

坂城町の５市町村となっています。

　この地域では、従来から市町村同士が支え合う市町村間の枠組が定着しており、

広域的に共同処理する事務を行っている広域連合の果たす役割は依然として大き

な状況です。

　一方、上田市を中心とした上田地域定住自立圏形成協定（東御市、青木村、長和町、

坂城町及び立科町）が平成 23年７月 27日に締結され、翌年 10月９日に群馬県嬬

恋村が協定を締結し、県域を越えた取組が行われています。

　上田地域広域連合は、広域連合と定住自立圏構想の両制度の相互の特徴や利点を

人口、世帯数及び面積

市町村名 人　　口
（人）

人口増減率
（％）

人口構成率
（％）

世帯数
（世帯）

面　積
（ｋ㎡）

上 田 市 155,939 △ 0.57% 74.1% 63,315	 552.04

東 御 市 29,768	 △ 1.13% 14.1% 11,107	 112.37	

青 木 村 4,242	 △ 2.33% 2.0% 1,546	 57.10

長 和 町 5,954	 △ 3.44% 2.8% 2,377	 183.86

坂 城 町 14,527	 △ 2.31% 7.0% 5,493	 53.64

合　 計 210,430 △ 0.89% 100.0% 83,838	 959.01	

（資料：長野県情報統計課）

注：・人口及び世帯数は、長野県毎月人口異動調査（平成 29 年 4 月 1 日現在）
　　・面積は、平成 27 年 10 月 1 日の国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」
　　・人口増減率は、平成 27 年 10 月 1 日の国勢調査との比較 

３　 上田地域広域連合の沿革
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生かしつつ、役割を分担して連携しながら地域の発展・振興を推進してまいります。

	　広域計画は、広域連合を構成する市町村やその住民に対して、広域連合が掲げ

る目標や事務処理の方針を具体的に示すものです。広域連合と関係市町村が適切に

役割を分担し、広域的な事務を機能的に進めていく指針となり、計画期間を 5年

間と定めています。
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　第５次広域計画については、上田地域の広域行政を取り巻く情勢の変化を反映さ

せた計画づくりを行いました。第４次広域計画の項目内容を検証、見直した結果、

２項目を廃止し、全体で 17の項目を広域計画に掲げています。新たな広域計画の

期間は、原則として、平成 30年度から平成 34年度までの５年間とします。

　また、広域計画の対象となる区域は、広域連合を組織する地方公共団体（上田市、

東御市、青木村、長和町、坂城町）の区域とします。

４　 広域計画について

広域計画の項目

関係市町村

上
田
市

東
御
市

青
木
村

長
和
町

坂
城
町

１ 上田地域の広域行政の推進に関すること ○ ○ ○ ○ ○

２ 広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業の実施に関連して広域
連合及び関係市町村が行う事務に関すること ○ ○ ○ ○ ○

３ 広域的な観光振興に関すること ○ ○ ○ ○

4

調査研究事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○

１ 広域的な保健福祉の推進 ○ ○ ○ ○

２ 広域的なごみ処理の推進 ○ ○ ○ ○

３ その他広域にわたる重要な課題 ○ ○ ○ ○ ○

５ 消防に関すること ○ ○ ○ ○

６ 上田創造館の設置、管理及び運営に関すること ○ ○ ○ ○

７ 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連して広域連合及び関
係市町村が行う事務に関すること ○ ○ ○ ○ ○

８ ふるさと基金事業に関すること ○ ○ ○ ○

９ 介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域
連合及び関係市町村が行う事務に関すること ○ ○ ○ ○

10 介護相談員派遣事業に関すること ○ ○ ○ ○

11 障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び
関係市町村が行う事務に関すること ○ ○ ○ ○

12 病院群輪番制病院に係る補助事業に関すること ○ ○ ○ ○

13 し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること ○ ○ ○ ○

14 ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関
係市町村が行う事務に関すること ○ ○ ○ ○

15 ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関すること ○ ○ ○ ○

16 斎場の設置、管理及び運営に関する事務 ○ ○ ○ ○

17 広域計画の期間及び改定に関すること ○ ○ ○ ○ ○

— 5 —

広域計画の策定にあたり



　少子化・超高齢社会、人口減少社会へ対応した保健・福祉・医療体制の充実、消

防やごみ処理施設等の社会生活基盤に対するさまざまな課題への取組など、広域的

な課題に対応するため長期的な視野に立つ地域の将来像が求められています。

　上田地域の均衡ある発展を目指すための地域の将来像として、前広域計画の理念

を次のとおり継承します。

５　 上田地域の将来像

◆快適で安全な環境とうるおいのある地域づくり　　  

◆健康で生きがいとやすらぎのある地域づくり　　　 

◆個性豊かな人と文化を育む生涯学習の地域づくり　  

◆地域に根ざした産業と活力ある地域づくり　        

◆参加と連携で一体的に発展する開かれた地域づくり　

自然・文化・人のハーモニー
「参加と連携」の活力ある地域をめざして

５つの柱

上田地域の将来像
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広域計画の項目
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●上田地域では、昭和 46年 7月に国の広域市町村圏の指定を受けて、上小地域広

域行政事務組合を設立させ、昭和 47年に「上小地域広域市町村圏計画」を策定

しました。

●平成 3年 4月に一部事務組合の統合による上田地域広域行政事務組合を発足、

平成 10年 4月には長野県下で最初となった、広域連合制度による上田地域広域

連合を発足しました。

※１　上小地域ふるさと市町村圏計画…平成元年６月に「ふるさと市町村圏」第一次選定を受け、平成２年
に策定した「上小地域ふるさと市町村圏計画」により、地域の特性を発揮しながら圏域の計画的、一
体的発展に取り組んできました。

※２　上小地方拠点都市地域基本計画…平成 6 年に県から指定を受けた「上小地方拠点都市地域」（第 2 次
計画期間は平成 19 年度から平成 28 年度までの 10 年間）の施策として、主にハード事業を中心に定
住環境の整備、コミュニティ機能の集積を図るなど魅力ある地域づくりを進めてきました。

※３　定住自立圏構想…国の政策で、地方圏において安心して暮らせる地域を各地に形成し、地方圏から三
大都市圏への人口流出を食い止め、地方圏への人の流れを創出するため、中心市とその周辺市町村が「集
約とネットワーク」の考え方に立ち、中心市において生活に必要な都市機能を整備するとともに、周
辺市町村において必要な生活機能を確保し、中心市と周辺市町村が互いに連携・協力することにより
圏域全体の活性化を図るものです。

経　緯

上田地域の広域行政の推進に関すること１

■上田地域広域行政のあゆみ
年　　度 内　　　容

昭和 46年度
上小地域広域行政事務組合設立
上小地域広域市町村圏計画策定（基本構想	昭和 47年度〜昭和 60年度）

　　55年度 上小地域新広域市町村圏計画策定（基本構想	昭和 55年度〜昭和 65年度）
平成２年度 上小地域ふるさと市町村圏計画策定※1（基本構想	平成２年度〜平成 11年度）

３年度 上田地域広域行政事務組合発足
　６年度 上小地方拠点都市地域指定
７年度 上小地方拠点都市地域基本計画※2	承認

10 年度
上田地域広域連合発足
第 1次上田地域広域連合広域計画策定

　　12年度 第 2次上小地域ふるさと市町村圏計画策定（基本構想	平成 12年度〜平成 21年度）
　　15年度 第 2次上田地域広域連合広域計画

　　20年度
第 3次上田地域広域連合広域計画開始
広域行政圏計画策定要綱・ふるさと市町村圏推進要綱廃止 ( 国 )

　　21 年度 定住自立圏構想※3 推進要綱施行 ( 国 )
　　22 年度 第２次上小地域ふるさと市町村圏計画を３年間延長
　　23年度 上田地域定住自立圏中心市宣言、協定締結 ( 上田市と周辺市町村 )

　　24年度
上田地域定住自立圏共生ビジョン開始（上田市と周辺市町村）
第２次上小地域ふるさと市町村圏計画終了（次期計画は策定しない）

　　25年度 第４次上田地域広域連合広域計画開始
　　30年度 第５次上田地域広域連合広域計画開始
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１ 上田地域の広域行政の推進に関すること



※４　ＳＮＳ…ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。インターネット上のブログ、Facebook、
Twitter、写真や動画等を用いて、人と人とのつながりを提供するサービスのことです。

現状と課題

●国は、平成 21年３月末に「広域行政圏計画策定要綱」及び「ふるさと市町村圏

推進要綱」を廃止し、新たな広域行政圏施策として「定住自立圏構想推進要綱」

を制定しました。これを受け、平成 24年４月から上田市を中心市とした「定住

自立圏構想」がスタートし、同じ広域的な取り組みであることから、役割分担に

よる連携・協調に努めてきました。

●平成６年に「上小地方拠点都市地域」として県から指定を受け、第２次上小地方

拠点都市地域基本計画として、平成 19年度から平成 28年度までの 10年間、主

にハード事業を中心とした魅力ある地域づくりに努めてきましたが、近年、定住

自立圏構想や地方創生事業などの取り組みが行われており、基本計画の延長及び

改定は行わないこととしました。

●上田地域が進む道筋を示す指針として策定した「第二次上小地域ふるさと市町村

圏計画」については、平成 25年度以降、新たな計画（第三次計画）は策定せず、

基本理念や将来像を今後も継承していくよう、広域計画の中に位置づけました。

●地域を取り巻く環境の変化
　◆上信越自動車道の整備、北陸新幹線の開業延伸などにより、交通網の整備が進

み、インターネットや SNS※4	などの情報通信手段の急速な発展、普及により、

地域住民の日常生活や社会活動の範囲は、市町村の枠を越え広域化していま

す。

　◆少子化・超高齢社会の進行にともなう社会構造の変化や、人口減少による地域

活力の低下といった多様化・高度化する行政課題への対応のため、広域行政の

必要性が高まっています。　

●定住自立圏構想との連携・協調
　　上田市を中心市とした周辺 7市町村（東御市、青木村、長和町、坂城町、立科町、

嬬恋村）で進めている定住自立圏構想は、広域計画と同様に、広域的な取組みで

あることから、それぞれの特徴を活かし、役割分担、調整を図りながら連携・協

調を行っていく必要があります。
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１ 上田地域の広域行政の推進に関すること



今後の方向

施　策

１　上小地域ふるさと市町村圏計画等の継承
　　　ふるさと市町村圏計画で目指してきた圏域の基本理念や将来像につい

ては、上田地域が一体的に成長発展していくための視点として継承し、

広域計画に位置付けることとします。

２　定住自立圏構想との連携・役割分担
　　　広域連合と定住自立圏構想との関係については、どちらも上田地域の

発展に必要な広域行政の仕組であり、今後も役割分担による連携・協調

に努めていきます。

３　地域の一体的な発展に向けて
　◇各地域の自主性と創意工夫を最大限に生かし、広域連合と関係市町村は

適切に役割を分担しながら連携を図り、資源循環型施設の建設、地域医

療の再生、広域観光振興など、地域が一体となった地域振興に向けた様々

な取組を進めていきます。

　◇住民・民間団体との協働や、地域の大学等の教育機関との連携を図りな

がら、活力ある地域づくりを推進していきます。

　広域連合と関係市町村は、上田地域の将来像の実現に向け、国・県との連携・

協調を図りながら、広域的な振興施策を推進し、地域の一体的な発展を目指

します。
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１ 上田地域の広域行政の推進に関すること



広域連合と定住自立圏構想との関係イメージ図

自然・文化・人のハーモニー
「参加と連携」の活力ある地域をめざして

●快適で安全な環境とうるおいのある地域づくり　
●健康で生きがいとやすらぎのある地域づくり
●個性豊かな人と文化を育む生涯学習の地域づくり　
●地域に根ざした産業と活力ある地域づくり
●参加と連携による一体的に発展する開かれた地域
づくり

●将来にわたり安心して暮らし続け
られる地域
●活力と創出による自立した魅力あ
ふれる地域

地域の将来像 

５つの柱

将来像

地域の住民市民活動団体等 企業 学校機関NPO

上田市 東
御
市

長
和
町

青
木
村

坂
城
町

立
科
町

嬬
恋
村長和町 坂城町

東御市 青木村

＊広域計画
＊上小地方拠点都市地域基本計画 上田市（中心市）

＊定住自立圏共生ビジョン

参加連携 参加連携

１対１の協定

連携
協調

役割分担

広域連合 定住自立圏
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１ 上田地域の広域行政の推進に関すること



●上信越自動車道をはじめ、北陸新幹線の金沢への延伸など、長野県と首都圏及び

地方都市とを結ぶ高速交通基盤は整備されたものの、地域内の生活・流通等の関

連道路については、景観や周辺環境などに配慮した上で、より利便性の高いもの

となるよう、更なる整備が求められています。

●上田地域 30 分（サンマル）交通圏※1	構想により、地域内の各地から最寄りの

高速道インターチェンジや新幹線上田駅までのアクセス道路等の整備が進められ

ています。

●北関東圏と中部圏を結ぶ上信自動車道や、上小・諏訪間、松本・佐久間の地域高

規格道路※2	等の整備促進に向け、関係市町村と連携を図ってきました。

●全国的に高速交通基盤の一定の整備が進む中、上田地域の更なる交流促進と地域

経済活性化を図るため、長野・松本・佐久・諏訪をはじめとする地域外と連絡す

る道路整備を推進する必要があります。

●上田地域 30 分（サンマル）交通圏確立のための道路整備については、国・県・

構成市町村の協力により順次進められており、道路網の完成に向けて、引き続き

整備を進めていく必要があります。

●上田地域には、様々な観光地が点在しており、来訪者の利便性や快適性をより一

層高めるため、広域観光に資する道路の整備も推進していく必要があります。

経　緯

広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業の
実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う
事務に関すること

2

※１　上田地域 30 分（サンマル）交通圏…上小地方拠点都市地域基本計画の「上小 30 分（サンマル）交通圏」
のコンセプトを継承し、 関係市町村の中心部から最寄りのインターチェンジまでの概ね 30 分での接
続に加え、上田駅及び当該周辺主要公共施設等へも同等の時間内でアクセスするための総合的交通体
系構想です。

※２　地域高規格道路…全国的な高規格道路と一体となって、高速交通体系を築き、地域相互の交流促進・
連携強化を図る質の高い道路です。
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２ 広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



　広域連合は、地域住民が快適で安全に暮らせる社会の実現に向け、次の視

点に立ち、幹線道路網の整備計画について、道路整備の主体となる関係市町

村と連携を図りながら必要に応じて改定していきます。

１　隣接する主要な地域間の経済・産業・流通等の発展に役立てるための地
域高規格道路等の整備
２　高速交通基盤を有効に活用するための地域内幹線道路の整備
３　地域内の交流活動や、地域内に点在する観光資源の活用を推進するため
の道路整備
４　救急搬送・防災対策等消防業務の円滑な運営遂行を図るため、慢性的交
通混雑区間の解消に向けた道路整備

　広域連合は、関係市町村と連携協力し、国・県と連携調整を図りながら、「上

田地域広域幹線道路網構想・計画」を必要に応じて改定します。

　なお、この構想・計画は、整備促進の目的に応じ、次の３つの項目に分け

た計画とします。

１　地域外との交流を促進する道路（別冊：表１）
２　上田地域30分（サンマル）交通圏の確立のための道路（別冊：表２）
３　広域観光に資する道路（別冊：表３）

今後の方向

施　策
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２ 広域的な幹線道路網構想・計画に基づく事業の実施に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



●上田地域の観光スポットを各市町村単位の「点」としてではなく、広域的な「面」

として捉え、上田地域を一つの観光圏とすることで魅力を高め、地域内における

観光周遊を促すとともに、首都圏や北陸地方などにおいて、観光キャンペーン等

を実施し、関係市町村が一体となった各種観光振興事業をこれまで推進してきま

した。

●国内の観光需要は、少子高齢化の進展、団体旅行の衰退、観光ニーズの多様化な

どの事由により、観光地利用者数、観光消費額ともに低迷傾向が続いています。

その一方で、アジアを中心とした海外からの旅行客は増加する傾向にあります。

●団体旅行の減少や価値観の多様化などの要因により、性別・世代を問わず、旅行

離れが進行していますが、単身で旅行に出かける割合は増えています。

●北陸新幹線、上信越自動車道などの高速交通基盤の整備により、上田地域には首

都圏をはじめとして日帰りの旅行客が増加する反面、通過型の観光エリアとなっ

ていることから、滞在型観光への取り組みが求められています。

●平成 27 年３月の北陸新幹線の金沢までの延伸開業、平成 28 年の NHK大河ド

ラマ「真田丸」の放送といった上田地域への観光誘客を促す要因が重なった結果、

観光客が大幅に増えました。この状況を維持すべく、広域観光振興に向け、引き

続き、地域が一体となった観光誘客への取組が必要とされています。

経　緯

現状と課題

広域的な観光振興に関すること３

■広域連合が関係する主な観光団体等
団体名称 構　　成　　員

上田地域観光協議会
上田市、東御市、青木村、長和町、上田交通㈱、千曲バス㈱、
上田商工会議所、長野県商工会連合会上小支部、
JR東日本旅客鉄道㈱上田駅、しなの鉄道㈱

長野県観光機構 長野県、県内全市町村、各種団体他

しなの鉄道沿線観光協議会 しなの鉄道沿線の市町村、経済団体、商工団体、農業団体、
観光関係団体

上田駅観光案内所運営委員会 上田市、東御市、青木村、長和町、坂城町、千曲市、須坂市、
筑北村、麻績村

信州まつもと空港利用促進協議会 長野県、県内全市町村他
長野県旅館ホテル組合会上小支部 上小地区の旅館・ホテル
信州キャンペーン実行委員会 長野県、県内全市町村他

上小地域観光戦略会議 長野県、上田市、東御市、青木村、長和町、
長野県旅館ホテル組合会上小支部他
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３ 広域的な観光振興に関すること



■上田地域観光状況調査（長野県観光地利用者統計調査 : 調査期間 1月 1日〜 12月 31 日）
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１　観光地利用者延べ人数の推移

３　観光消費額の推移 ４　主要観光地における観光消費額（平成28年）

２　主要観光地における来客数（平成28年）
（百人）

（千円）

（年度）

（年度）

59,984

58,604

63,729 63,518

61,499

65,577

63,140
61,441

69,971

86,185

青
木
村
沓
掛
温
泉

青
木
村
田
沢
温
泉

長
和
町
美
ヶ
原
高
原

長
和
町
中
山
道
笠
取
峠

長
和
町
北
白
樺
高
原

東
御
市
海
野
宿

東
御
市
湯
の
丸
高
原

東
御
市
芸
術
む
ら
公
園

上
田
市
真
田
氏
ゆ
か
り
の
地

上
田
市
美
ヶ
原
高
原

上
田
市
角
間
温
泉

上
田
市
菅
平
高
原

上
田
市
信
州
国
際
音
楽
村

上
田
市
丸
子
温
泉
郷

上
田
市
別
所
温
泉

上
田
市
信
州
の
鎌
倉・塩
田
平

上
田
市
上
田
城
跡

上
田
市
信
濃
国
分
寺

青
木
村
沓
掛
温
泉

青
木
村
田
沢
温
泉

長
和
町
美
ヶ
原
高
原

長
和
町
中
山
道
笠
取
峠

長
和
町
北
白
樺
高
原

東
御
市
海
野
宿

東
御
市
湯
の
丸
高
原

東
御
市
芸
術
む
ら
公
園

上
田
市
真
田
氏
ゆ
か
り
の
地

上
田
市
美
ヶ
原
高
原

上
田
市
角
間
温
泉

上
田
市
菅
平
高
原

上
田
市
信
州
国
際
音
楽
村

上
田
市
丸
子
温
泉
郷

上
田
市
別
所
温
泉

上
田
市
信
州
の
鎌
倉・塩
田
平

上
田
市
上
田
城
跡

上
田
市
信
濃
国
分
寺

16,076,325

16,038,357

16,288,655

16,041,750

15,719,366

17,106,908

16,591,356

15,976,362

15,493,785

18,104,585

1,3271,327

34,87734,877

4,1264,126

9,9559,955
10,87110,871

3,9143,914
2,8852,885 3,0023,002

208208 5050
1,9791,979

8181

5,2865,286

2,0482,048
3,9633,963

733733 327327 553553

66,35066,350

3,487,7003,487,700

247,560247,560

3,603,8803,603,880

2,337,0202,337,020

42,01742,017

4,679,5504,679,550

216,400216,400
284,629284,629

102,400102,400
92,31492,314 162,962162,962

952,453952,453
1,206,9501,206,950

450,250450,250
122,300122,300

31,25031,25018,60018,600

— 15 —

３  広域的な観光振興に関すること



※１　インバウンド…外国人が日本に訪れてくる旅行。今後、外国人旅行者が安心して快適に圏内を旅行で
きる環境についての検討が必要です。

※２　着地型旅行商品…旅行者を受け入れる側の地域（着地側）が、その地域でお勧めする観光資源を基に
した旅行商品や体験プログラムを企画・運営する形態の旅行商品です。

※３　上田地域観光協議会…地域の観光地、物産などを広く宣伝し、観光客の誘致を図り、観光事業の振興
発展に寄与することを目的としています。上田地域広域連合が事務局となり、関係市町村と地域内の
観光関係団体で構成され、広域連合と会員からの負担金により運営しています。

今後の方向

施　策

１　広域連合は、観光誘客のため、具体的に成果が期待できる観光振興事業

の実施により、上田地域を魅力ある観光地とする取組を進めてまいります。

２　インバウンド※1	対策や地域独自の観光戦略を立てるなど、観光振興に向

けた調査・研究も行ってまいります。

１　魅力的な観光資源の掘り起し
　　関係市町村は、観光資源の掘り起しや再発見を行い、それぞれの観光地

の魅力を高め、広域連合は、地域内の観光地をつなぐ着地型旅行商品※2	の

開発、モデルルートづくりなどにより、地域連携による観光周遊を促すこ

とで、観光振興を図ります。

２　広域連携による観光誘客の推進
　◇関係市町村は、各市町村独自の観光戦略に基づいた観光誘客イベントや

観光キャンペーンを実施し、事業の実施にあたっては、広域観光の振興

に向け相互に連携・協働するように努めます。

　◇広域連合は、上田地域観光協議会※3	と連携し、首都圏をはじめ北陸新幹

線沿線地域などで観光キャンペーン等を実施するとともに、各種メディ

ア等の情報媒体を活用した効果的な観光誘客を推進します。

３　広域観光情報の発信
　　広域連合は、関係市町村をはじめ観光関連の民間団体、企業などと連携・

協働し、ホームページや観光パンフレットの内容を充実させ、上田地域の

広域観光情報の発信を強化します。

４　観光戦略に基づく調査・研究の実施
　◇関係市町村は、各市町村独自の観光戦略に基づき調査・研究を行い、広

域観光振興に向け連携・協働するよう努めます。

　◇広域連合は、関係市町村をはじめ、観光関連の企業・民間団体などと連

携・協働し、地域が一体となった観光振興に向けた調査・研究を行います。

また、インバウンド対策や、効果的な観光キャンペーンの実施など、観

光戦略に基づく観光振興に向け、調査・研究を行ってまいります。
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３ 広域的な観光振興に関すること



　地域住民の福祉向上と個性ある地域づくりを推進するため、関係市町村が抱える

広域的課題に対し、柔軟かつ迅速に対処するよう調査研究を行い、その解決策を講

じることを目的として、本事務事業を行っています。

　これまで、緊急性の高いテーマとして広域的に検討していく必要がある地域医療、

観光振興、保健福祉、ごみ処理などの課題に対し、調査・研究を行い、解決策等を

講じてきました。

　以下の課題について、調査研究組織を立ち上げ、調査研究を行っています。

　各種の調査研究組織　　　（　）内は広域連合事務局担当課

　　◆地域医療対策連絡会議	（企画課）　
　　◆上田地域観光戦略会議	（企画課）　　

　　◆上田地域図書館情報ネットワーク連絡協議会	（企画課）

　　◆上田地域介護保険あり方ワーキング会議	（介護障がい審査課）

　　◆関係市町村廃棄物担当課長会議		( ごみ処理広域化推進室 )

●全国的な少子高齢化や地域の過疎化が進むなか、関係市町村の財政は依然として

厳しい状況にあります。しかしながら、住民ニーズは多様化、広域化しており、

それに応えるためには、市町村の枠を越えた広域行政での取組が求められていま

す。

●関係市町村の担当職員等で構成する各種の研究委員会において、保健福祉、広域

的なごみ処理の推進、観光振興の推進、土地利用計画の調整など、緊急性の高い

テーマや地域全体で取り組んでいく必要がある重要な課題について、調査研究を

進めていく必要があります。

●地域における緊急性の高いテーマとして、地域医療対策について調査研究を重ね、

課題の解決のため上小地域医療再生計画の継続事業等を立ち上げ、事業を実施し

ています。

経　緯

調査研究事業に関すること４

現状と課題
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４  調査研究事業に関すること



●市町村ごとに策定している第７期介護保険事業計画では、地域包括ケアシステム

の深化の取り組みが求められており、医療・介護連携や高齢者の住まいといった

広域的調整が必要となっています。更に今後は、高齢者・障がい者・子どもなど

すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合う地域共生社会※１	

の実現に向けた取組の推進が求められています。

●広域的なごみ処理は、焼却処理時のダイオキシン類の発生抑制と、ごみ処理経費

の削減に大きな成果があることから、全国的な方針として推進されています。広

域連合としても、複数のごみ処理施設を統合・広域化する方針で調査・研究を進

めています。

　住民福祉の向上と個性ある地域づくりを推進するため、地域が抱える課題の

解決に向けた調査研究は、今後とも必要であることから、規約に定めた事項に

ついて引き続き調査・研究を進めます。

　　　　　　　　　　

１　広域的な保健福祉の推進
　　市町村は財政基盤の安定を図るとともに、介護予防、認知症対策、相談支

援、権利擁護などの課題への対応が求められています。また、地域共生社会

の実現に向けて、保健福祉行政の横断的な包括的支援が求められています。

　　これらの課題を広域的に捉えることで導かれる効果的方策について調査・

研究を進めます。

２　広域的なごみ処理の推進
　　「ごみ処理広域化計画」で進めている広域的なごみ処理の推進にあたり、

関係市町村共通の課題である資源循環型施設や最終処分場、ごみ分別方法の

統一、ごみの減量化及び資源化の施策等について調査・研究を進めます。

３　その他広域にわたる重要な課題
　　地域医療対策、観光振興、土地利用計画の調整など緊急性の高いテーマや、

地域で取り組んでいく必要がある重要な課題について、必要に応じて、随時

調査・研究を行います。

今後の方向

施　策

※１　地域共生社会…制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を越えて、地域住民や
地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つ
ながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会のことです。

— 18 —
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●昭和 23年消防組織法が施行され、自治体消防制度が発足しました。

●上田地域の消防体制の充実を図るため、昭和 47年上小地域広域行政事務組合に

１消防本部、３消防署（上田・丸子・東部）、７分署（川辺・東北・塩田・真田・

長門・武石・川西）、２分遣所（大屋、和田）の体制で、消防の広域化を図りました。

●昭和 56年以降、分署、分遣所の統廃合、分署の消防署格上げなどを行いながら

体制の充実を図り、現在の１消防本部８消防署の体制としました。

●平成 10 年４月、地方自治法の改正に伴い上田地域広域連合に移行し、平成 22

年４月からは、消防職員の身分を採用元市町村から広域連合へ移管し、人事、給

与、職員配置等について一本化を図りました。

●平成 27年３月、東北信の消防本部で共同整備した消防救急デジタル無線の運用

を開始し、同年５月に訓練施設を単独の総合訓練場として新設し、消防施設の整

備強化を図りました。

●消防体制　
　◆近年、大型店の出店やホテル・マンション等の大規模高層建物が建設されるな

ど都市構造や生活環境の急激な変化により、管内で発生する災害も複雑多様化

し、加えて風水害等の多発や、大規模な自然災害の発生が懸念されることから、

早急な課題対応と関係団体との連携強化を図る必要があります。

　◆災害に対処するため、消防救急デジタル無線の整備のほか、高機能消防指令装

置の更新、消防本部庁舎の耐震化等を実施し、消防力の増強を図りましたが、

引き続き消防施設の整備強化を図る必要があります。　

　◆災害を未然に防ぎ、犠牲者を出さない予防体制を充実するとともに、災害時に

迅速に対応する消防、救急及び救助体制等の整備充実を図る必要があります。

　◆消防車両及び資機材等の整備充実に加え、時代に即した消防施設等の整備及び

消防組織体制のより一層の充実強化に努める必要があります。

●予防体制
　◆全国では高齢者小規模福祉施設、個室型店舗、雑居ビル等の火災による死者が

発生し、また、老朽化した危険物施設からの危険物流出事故等も増加している

ことから、法令の改正が重ねられ、適切な対応が求められています。

経　緯

消防に関すること５

現状と課題
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５ 消防に関すること



　◆近年複雑化する火災等の原因に対処するため、職員は高度な知識・技術を習得す

るとともに、防火安全対策及び危険物流出防止対策を推進する必要があります。

　◆住宅火災による死者数は減少傾向にあるものの、高齢者の死者数は横ばいで推

移していることから、高齢者への防火対策を踏まえた住宅防火対策を積極的に

推進する必要があります。

●警防体制
　◆救急体制

　　　急速な少子高齢化社会を迎え、救急需要は増加するとともに、住民ニーズは

より高度な救急活動を求めています。出動体制の充実強化を図るとともに、救

急救命士の再教育を含めた育成を図り、救急隊員及び通信指令員のより高度な

専門知識・技術の習得に努める必要があります。また、医療機関・救急専門医

との連携を一層強化し、救急医療関係者の積極的な協力のもとにメディカルコ

ントロール※ 1 体制を充実強化する必要があります。

　◆救助体制

　　　近年、異常気象による自然災害が多発し、その被害は、大規模多重化、かつ

広範囲にわたり、多くの犠牲者が発生しているため、国においても緊急消防援

助隊※ 2 の応援体制を充実させており、救助体制を充実強化する必要があります。

※１　メディカルコントロール…救急救命士が行う「特定行為」(医行為 ) に対して、医師が指示・指導・助
言・教育を実施するものです。

※２　緊急消防援助隊…阪神淡路大震災を教訓として法整備した全国規模の消防応援部隊です。

■消防車両配備及び救急救命士の状況（平成 29 年４月１日現在）　　（単位：台・人）
車種別
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車

ト
ラ
イ
ア
ル
等
バ
イ
ク

そ

の

他

の

車

両

計

救

急

救

命

士

人

数
消 防 本 部 2 2 5 9 9 
上 田 中 央 消 防 署 1 1 1 1 2 1 3 1 11 11 
上 田 南 部 消 防 署 1 1 1 1 1 1 6 9 
上 田 東 北 消 防 署 1 1 2 1 2 7 9 
川 西 消 防 署 1 1 1 1 4 6 
丸 子 消 防 署 1 1 1 1 1 1 1 7 9 
真 田 消 防 署 　 1 1 2 1 5 8 
東 御 消 防 署 1 1 1 1 2 1 1 2 1 11 11 
依田窪南部消防署 2 1 1 1 2 7 8 
合 　 　 計 6 8 2 1 2 3 11 11 3 6 14 67 80 
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■火災の状況

２　過去５年間の全火災での主な出火原因（上位３位まで）
年度

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

第 1位 た き 火 31件 た き 火 35件 た き 火 25件 た き 火 22件 た き 火 14件

第 2位 た ば こ 6件 放火の疑い 8件 放火の疑い 8件 放火の疑い 7件 放火の疑い 4件

第 3位 こ ん ろ
ス ト ー ブ 各 5件 た ば こ

こ ん ろ 各 7件 ス ト ー ブ 5件 放 火 5件
こ ん ろ
排 気 管
電 灯 配 線

各 3件

３　過去５年間の住宅火災での主な出火原因（上位３位まで）
年度

区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

第 1位 こ ん ろ 4件 こ ん ろ 7件

こ ん ろ
ス ト ー ブ
配 線 器 具

各 3件

ス ト ー ブ 4件 こ ん ろ 3件

第 2位 た ば こ 3件 ス ト ー ブ 6件

た ば こ
電 灯 配 線
風呂かまど
煙 突
こ ん ろ

各 2件

ス ト ー ブ 2件

第 3位
風呂かまど
ス ト ー ブ
配 線 器 具

各 2件 た ば こ
た き 火 各 2件

焼 却 炉
電 灯 配 線
た ば こ
電 気 機 器
風呂かまど
ボ イ ラ ー
放 火
放火の疑い

各 1件

（単位：件）

区分
年度

火災の
総件数

建物火災
件						数

建物火災中
の住宅件数

平成 24年度 83	 35	 18	

平成 25年度 108	 46	 25	

平成 26年度 87	 44	 16	

平成 27年度 77	 42	 25	

平成 28年度 63	 36	 17	

平　均 84	 41	 20	

H24

建物火災

H25 H26 H27 H28

建
物
火
災
件
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総
火
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数
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１　総火災件数と建物・住宅火災件数の比較
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２　事故種別出動状況	 （単位：件）

年度
区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

急 　 　 　 病 5,148 5,248 5,368 5,568 5,769

交 　 　 　 通 716 753 700 669 718

一 般 負 傷 1,226 1,366 1,251 1,336 1,493

転 院 搬 送 1,377 1,433 1,499 1,546 1,647

そ 	 の 	 他 407 429 454 452 460

合 　 　 　 計 8,874 9,229 9,272 9,571 10,087

注：その他の主な内訳　　運動競技・自損行為・労働災害等

２　事故種別出動状況	 （単位：件）

年度
区分 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

火 　 	 　 災 6 18 11 9 1

交 　 	 　 通 54 73 62 67 79

水 	 　 　 難 7 4 5 4 3

風 	 水 	 害 0 2 0 0 0

そ 	 の 	 他 28 24 37 38 58

合 　 	 　 計 95 121 115 118 141

注：その他の主な内訳　　機械事故・ガス及び酸欠等

（単位：件）

区分
年度 救急出動件数

平成 24年度 8,874

平成 25年度 9,229

平成 26年度 9,272

平成 27年度 9,571

平成 28年度 10,087

（単位：件）

区分
年度 救助出動件数

平成 24年度 95

平成 25年度 121

平成 26年度 115

平成 27年度 118

平成 28年度 141

■救急の状況

■救助の状況

H24 H25 H26 H27 H28
7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500（件）

（年度）

8,874
9,229 9,272

9,571

10,087

0

50

100

150（件）

H24 H25 H26 H27 H28 （年度）

95

121 115 118

141

１　過去５年間の出動件数

１　過去５年間の出動件数

H24 H25 H26 H27 H28
7,000

7,500

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500（件）

（年度）

8,874
9,229 9,272

9,571

10,087

0

50

100

150（件）

H24 H25 H26 H27 H28 （年度）

95

121 115 118

141

１　過去５年間の出動件数
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１　消防体制　
　			　消防を取り巻く環境は、多発する自然災害や東日本大震災以降続く大

規模災害等への出動や活動を教訓とした緊急消防援助隊応援体制及び受

援体制の整備充実や予防関係法令の改正など、多方面にわたる消防業務

の課題について早急な対応が望まれています。これら変化する社会情勢

及び国の動向等を的確に把握し、関係市町村と協力してより効果的な対

応ができるよう、一層の消防機能の充実と職員体制の強化を図り、広域

消防体制の整備充実に努めます。

２　消防業務
　　　社会環境や災害形態に的確に対応する出動体制の整備と、適切かつ効

率的な消防設備、装備の整備や機動力の向上、災害現場に即応できる職

員の教育訓練の充実に一層努力していくとともに、関係市町村、消防団、

自主防災組織等との更なる連携を図っていきます。

３　予防業務
　◇予防業務では、個室型店舗等の避難経路の確保や、防火対象物の消防用

設備等の状況の公表制度※３などにより、防火安全に対する認識を高め、

消防用設備等の適正な設置促進を図ります。

　◇火災による犠牲者のうち、高齢者の割合が高くなっていることを踏まえ

た日常的な住宅防火対策や、大規模災害の発生を想定した事業所の防災

対策が必要であり、その体制整備に向けて関係機関と協力し、安全なま

ちづくりを推進していきます。

４　警防業務
　◇救急業務は、救急出動件数の増加と年々高まる住民ニーズに応えるため、

地域メディカルコントロール体制の充実強化が必要であり、指導救命士
※４	を中心とした教育体制を構築し、救急に携わる職員を対象に救急業務

全体の質の向上に努めます。また、住民等への応急手当の普及啓発活動

をより一層推進し、救命率の向上に努めます。

　◇救助業務は、緊急消防援助隊の応援要請及び多様化、困難化する救助要

請に対応する出動体制の整備充実を図るとともに、あらゆる救助事象に

対処できるよう隊員の知識・救助技術の習得に努めます。

今後の方向

※３　防火対象物の消防用設備等の状況の公表制度…飲食店、店舗、ホテル、病院又は福祉施設等の建物を、
安心して利用するために、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の設置義務が
ある建物のうち、未設置等の違反建物を消防本部のホームページで公表し誰もが確認できる制度です。

※４　指導救命士…救急業務に携わる職員の任務に応じて、救急活動において必要となる医学知識を指導す
る立場の認定資格を有する救急救命士です。
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５ 消防に関すること



１　住宅及び事業所の防火・防災対策の推進
　　住宅防火対策の推進として、住民への広報啓発活動を充実するとともに、

事業所における防火防災対策として、避難経路の確保や消防用設備等の状

況の公表制度などにより、一層安全思想を啓発し、火災等の未然防止及び

被害の軽減に努めます。

２　救急業務の高度化の推進
　　救急隊員のより高度な知識・技術の習得に努めるとともに、救急救命士

を計画的に養成し、更なる救急業務の高度化を推進するため、救急隊員の

行う救急処置等について医学的観点から検証などを行うメディカルコント

ロール体制の充実強化に努めます。

３　救助業務の充実強化
　　救助隊の強化と救助隊員の知識・技術の向上を図り、救助体制の充実強

化に努めます。

４　消防車両及び資機材の整備充実
　　近年、複雑多様化する各種災害や大規模な自然災害に対応し、効果的な

消防活動を確保するため、消防車両等の計画的な更新をはじめ、消防資機

材の充実強化に努めます。

施　策
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５ 消防に関すること



　芸術、文化、教育、

スポーツ、レクリエー

ション活動など複合

的な機能を兼ね備え

た上田創造館は、「地

域に開かれた広場」

（リージョンプラザ）

として、昭和 61 年に

開館しました。

　平成 28 年２月に上

田創造館管理運営ビジョンを策定し、将来的な施設のあり方を明確化し、地域住民

の科学学習やコミュニケーション活動の拠点施設として利用促進を図っています。

●文化センターをはじめ、研修センター、体育館、美術館、民族資料館、プラネタ

リウム、天体観測室、パソコン室など、多様なニーズに対応する施設と設備を備

え、各種の社会教育関係団体や文化団体等に幅広く利用され、その活動は地域に

定着しています。

●小中学校の科学学習を補完する施設として年間を通じて教育的な活用がされてい

ますが、未就学児童や高校生・大学生等の校外学習の場や、一般の学習について

も利用促進を図る必要があります。

●平成 28年４月から、施設の管理運営や貸出業務における長年のノウハウを評価

し、一般財団法人上田市地域振興事業団を指定管理者に指定して施設運営を行っ

ています。

●開館より 30年以上が経過し、施設の至る所で老朽化が目立つ中、利用者の安全

や利便を確保できるよう計画的な改修を行っていく必要があります。

経　緯

上田創造館の設置、管理及び運営に関すること６

現状と課題
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６ 上田創造館の設置、管理及び運営に関すること



（単位：人）

市町村 延利用人数

上田市 6,896

東御市 1,261

青木村 127

長和町 98

圏域外等 698

合　計 9,080

（単位：人）

学校区分 延利用人数

小学校 7,758

中学校 129

幼・保育園 526

高等学校等 667

合　計 9,080

■上田創造館利用実績

■平成28年度　市町村別の小中学生利用状況（学習室の利用）

■平成28年度　学校区別の利用状況
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６ 上田創造館の設置、管理及び運営に関すること



１　科学学習の拠点施設として活用
　　誰もが手軽に科学に触れ、親しめる地域に開かれた科学館として、地域

内企業や高校・大学等と産・学・官の連携を深め、充実した科学振興事業

の展開により、近未来社会の担い手となる人材の育成を目指し、事業の展

開を図ります。

２　交流・研修施設の充実
　　地域住民が安心して交流やコミュニティ活動に利用できるよう、利用者

の利便や安全に配慮した施設の運営に努めます。

３　これからの施設のあり方等
　　上田創造館管理運営ビジョンに従い、「地域の科学館」「交流・研修施設

の充実」を運営の柱とし、毎年度、実施事業の検証を行い、取り巻く周辺

環境の変化に対応していきます。

　　　　　　　　　　　

１　『地域の科学館』としての事業実施
　◇科学に関する知識習得や体験の場として、広く科学振興を図るための事

業を展開します。あわせて、より質の高い事業の実施に向けて地域内の

企業や学校と連携を図ります。

　◇従来の小中学生対象の校外学習だけでなく、高校生・大学生等まで対象

を幅広く設定し、校外活動としてのプログラムや関連設備の充実を図り、

さらに未就学児童を対象としたメニューについても検討し、施設の利用

促進を図ります。

　◇地域と連携し、育成会活動などの利用促進について、情報の提供やＰＲ

活動を行います。

２　地域住民の利用促進
　◇上田創造館が求められている役割を明確にし、複合施設の特性を生かし

た、特徴ある事業展開を行います。

　◇地域の公民館と連携し、情報発信やＰＲ活動を積極的に行います。

　◇地域の生涯学習や文化活動の拠点施設として活用を図ります。

３　施設の適正な管理・運営
　　施設の適正な管理運営を行うため、指定管理者及び関係団体等と定期的

に協議を行います。また、利用者の安全を図るため、必要な修繕、改修工

事を計画的に実施します。

４　上田創造館管理運営ビジョンの推進
　　管理運営ビジョンに掲げた計画を確実に推進するとともに毎年度検証を

行い、必要に応じて見直しを行います。

今後の方向

施　策
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６ 上田創造館の設置、管理及び運営に関すること



●平成７年に発足した上田地域図書館情報ネットワーク（愛称「エコール」）※１	は、

現在、上田地域広域連合の関係市町村における全ての公共図書館（室）、長野大

学附属図書館、上田市塩田公民館及び上田地域内の小中学校（一部除く）をネッ

トワークで結び、図書サービスの提供を行っています。

●エコールは、市町村合併によって上田地域広域連合の全ての関係市町村と接続す

ることになりました。

●エコールの概要
　◆エコールは、市町村の枠を越え、地域住民の多様な生活実態に即して、書籍等

の貸出・返却・予約等のサービスを加入図書館等のどこからでも行えるシステ

ムです。エコールの活用により図書館の利用も促進されています。

経　緯

図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連
して広域連合及び関係市町村が行う事務に関す
ること

７

※１　上田地域図書館情報ネットワーク ( 愛称「エコール」)…エコールとは、やまびこの “ エコー（Echo）”
と図書館の “ ライブラリー ”（library）の「L」を組み合わせた合成語です。一枚の利用者カードで図
書の貸出・返却・予約等ができます。

現状と課題
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■図書館情報ネットワーク公共図書館利用実績
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７ 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



　◆エコールの特徴は、当該館等で所蔵していない図書等を他館から回送して貸し

出しを行う、予約サービスの提供にあります。サービスの利用は年々増加して

おり、市町村間の相互貸借による提供図書数も増加しています。

　◆予約を受け付けてから、貸し出しするまでに要する期間を２日間程度とし、迅

速なサービスを提供しています。

●小中学校図書館とのネットワーク化の推進
　　エコールによる小中学校図書館とのネットワーク化は大きな成果であり、子ど

もたちの学習活動等に活用されていることから、地域内の全ての小中学校におい

てネットワーク化が必要です。

●ＩＣタグ※２	の導入
　　ＩＣタグの導入については、上田市立丸子図書館・真田図書館及び東御市立図

書館において実施されているものの、他の図書館においては未整備となっていま

す。今後、利用者のサービス向上や効率的な管理システムの構築に向け、計画的

な取組を進めていくことが必要です。

●インターネットによるサービスの拡大
　　平成 23 年度にインターネットを活用した貸出予約サービスを開始し、平成

26 年度からは、貸出禁止以外のすべての書籍等を対象として、予約することが

可能となりました。今後も、更なるサービスの拡大についての研究が必要です。

●施設整備の推進とネットワークの活用
　　図書館の施設整備にあわせてネットワーク化を図ると共に、小中学校に対する

図書の相互提供の方策に関し、研究を行っていく必要があります。

●エコールの効率的な運営
　　当該システムのホストコンピュータ機器及び関連ソフトは、平成 24年度に更

新し、機能の向上を図りましたが、次期システム更新に合わせて、運営経費の縮

減をはじめとして、今後も一層の効率的な運営を図る必要があります。

１　ネットワークの活用と整備の推進
　◇次期システム更新にあわせて、システムの機能向上、運営経費の縮減、及

び利用者の利便性の向上が図られるよう、エコールの効率的な運営につい

て研究を進めます。

今後の方向

※２　ＩＣタグ…商品に使われるバーコードに取って代わる技術で、蔵書等にＩＣチップを埋め込み、そこ
に記憶された情報を電波によって直接触れずに読み取る技術のことです。同時読み取り、情報の書き
換え、長期使用など図書館運営の業務効率向上につながります。
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７ 図書館情報ネットワークの整備及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



施　策

　◇小中学校とのネットワークの整備・促進を行うとともに、地域の大学等

との協力体制の構築や、地域の高等学校とのネットワーク化についても

研究を進めます。

　◇エコール運営が最適に行える図書館システムを研究し、利用者へのサー

ビス向上に努めます。

　◇インターネットを活用した各種サービスの拡大について研究を進めます。

２　ＩＣタグ化の推進
　　関係市町村は、関係市町村の図書館整備計画に基づき、新たに整備され

る施設について、ネットワークの拡大を図り、ＩＣタグ化を推進します。

３　図書館利用増進に向けた調査・研究
　　図書館の利用増進に向け、広域連合及び各関係市町村のホームページを

活用し、広報活動を積極的に展開するとともに、広報活動の推進について

検討・研究を進めます。

１　ネットワークの活用と整備の促進
　　図書館サービスの向上のため、次によりエコールのサービス拡大に向け

た取組を進めます。

　　広域連合は各種の調整を、関係市町村は相互協力及び支援を行います。

　◇次期システム更新に伴う機能の向上、運営経費の縮減及び利用者の利便

性向上の推進

　◇小中学校とのネットワークの整備・促進

　◇地域の大学・高等学校等との図書館協力体制の構築

２　ＩＣタグ化の推進
　　関係市町村は、図書館サービス向上のための各種整備（施設・蔵書等）

及びＩＣタグ化の推進を図ります。　

３　図書館の利用増進に向けた調査・研究
　◇広域連合と関係市町村は、広報活動の推進について検討・研究を進めます。

　◇広域連合と関係市町村は、インターネットによるサービスの拡大を図る

ための調査・研究を行います。
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　『上小地域ふるさと市町村圏計画』を策定し、関係市町村の出資と県の補助により、

平成元年から平成２年にかけて造成された「ふるさと市町村圏基金（通常分）」の

10億円と、平成６年度に指定を受けた「地方拠点都市地域」に基づく増資分の 10

億円をあわせた 20億円の基金の運用益を活用し、関係市町村の理解と協力のもと、

地域の活性化と連携強化を図ることを目的として、これまで、主に各種ソフト事業

を実施してきました。

　平成 25年度に基金の名称を、「上田地域広域連合ふるさと市町村圏基金」から「上

田地域広域連合ふるさと基金」と改めると共に、地域医療体制の確立に向け、基金

の原資を取り崩し、上小地域医療再生計画の継続事業や、信州上田医療センターの

放射線治療装置に対する助成、佐久総合病院佐久医療センターへの施設建設費への

助成などの財政支援を行っています。

　　　　　　　　

●長期にわたって市場の金利は低迷しており、以前のように基金を活用することで、

運用益を確保することは難しい状況となっています。

●基金を造成した当初は、高金利に支えられ積極的な事業展開が可能でしたが、運

用益の減少に伴い、以前実施していた事業の継続は難しくなっています。広域的

に必要な事業を厳選し、実施していく必要があります。

●平成 25年度より、地域の重要な施策である地域医療対策のため、信州上田医療

センターや佐久医療センターへ助成を行っており、その際、基金の原資を取り崩

し、財源としました。

経　緯

ふるさと基金事業の実施に関すること８

現状と課題

■ふるさと基金出資状況表　（単位：千円）
市町村

区分 上田市 東御市 青木村 長和町 長野県
（助成金） 合計

平成元・2年度 出 資 額 676,800 107,460 41,220 74,520 100,000 1,000,000
平成7・8年度 出 資 額 676,080 111,060 39,780 73,080 100,000 1,000,000
平成15年度 権利放棄額 △	104,368 △	16,571 △	6,357 △	11,492 − △	138,788
平成17年度 出 資 額 − 39,179 − − − 39,179
平成25年度 権利放棄額 △	298,848 △	65,359 △	18,347 △	22,021 − △	404,575
平成26年度 権利放棄額 △	45,462 △	9,753 △	2,508 △	3,071 △	40,000 △	100,794
平成27年度 権利放棄額 △	40,599 △	8,631 △	2,174 △	2,646 △	40,000 △	94,050
平成28年度 権利放棄額 △	37,832 △	7,998 △	1,977 △	2,390 △	40,000 △	90,197
平成29年度（予算額）権利放棄額 △	36,353 △	7,647 △	1,863 △	2,232 △	40,000 △	88,095
現出資額(平成29年4月28日現在) 789,418 141,740 47,774 103,748 40,000 1,122,680
注：市町村の出資額については、均等割 20%、人口割 80% で算定。平成 15 年度権利放棄額については、H 元・H2 積立分の

出資割合で算定。平成 25 年度以降の権利放棄額については、均等割 10%、人口割 90% で算定
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８ ふるさと基金事業の実施に関すること



施　策

１　ふるさと基金運用益の活用
　　「上田地域広域連合ふるさと基金」の運用益を有効活用するため、広域的

に必要と認められる事業を実施します。

２　基金（出資金）の有効活用の検討
　　広域連合、関係市町村が実施する地域医療や環境問題などの広域的な事

業に対して、基金の有効活用について検討します。

１　ふるさと基金及びその運用益の活用事業
　◇ソフト事業の実施

　　地域の広域的な地域活性化事業

　◇基金の活用

　　　ごみ処理対策、地域医療対策、消防などの広域的な対応が必要な課題

について、県、関係市町村と協議・調整の上、基金の有効な活用を図り

ます。

２　基金の運用
　　安全を最重視した基金の運用に一層努めます。

今後の方向

■ふるさと基金及びふるさと基金運用益の活用事業一覧
年度

プロジェクト 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

広域的な観光振興
事業

上田地域観光振興
事業

上田地域観光パン
フレット作成事業

広域的な地域リー
ダー等の人づくり
事業

上田地域こどもCG
コンクール事業

上田地域こどもCG
コンクール事業

上田地域こどもCG
コンクール事業

上田地域こどもCG
コンクール事業

上田地域こどもCG
コンクール事業

地域の医療機能の
維持等に対する支
援に関する事業

医師への研究資金
の貸与

医師への研究資金
の貸与

医師への研究資金
の貸与

医師への研究資金
の貸与

医師への研究資金
の貸与

医師への住宅手当
の支給

医師への住宅手当
の支給

医師への住宅手当
の支給

医師への住宅手当
の支給

医師への住宅手当
の支給

信州上田医療センター
がん放射線治療装置

整備事業
佐久総合病院佐久医療
センター施設等整備事業

信州上田医療センター
医師確保事業

信州上田医療センター
医師確保事業

信州上田医療センター
医師確保事業

信州上田医療センター
医師確保事業

病院群輪番制病院
等救急搬送事業

病院群輪番制病院
等救急搬送事業

病院群輪番制病院
等救急搬送事業

病院群輪番制病院
等救急搬送事業

病院群輪番制病院
後方支援事業

病院群輪番制病院
後方支援事業

病院群輪番制病院
後方支援事業

病院群輪番制病院
後方支援事業

その他の広域的な
地域活性化事業

スポーツレクリエー
ション祭2013

スポーツレクリエー
ション祭2014

スポーツレクリエー
ション祭2015

スポーツレクリエー
ション祭2016

スポーツレクリエー
ション祭2017
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８ ふるさと基金事業の実施に関すること



　平成 12年４月からの介護保険制度※1 発足に合わせ、上田地域では関係市町村が

行う介護保険事務のうち、介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関

する事務を広域連合の事務として共同実施することと決定しました。

　平成 10 年５月から準備が始まり、平成 11 年 10 月に合議体※2 による審査会を

設置、審査が開始となり、現在に至っています。

■介護認定審査事務の流れ

　国の人口推計によると、長野県の高齢者人口（65歳以上）は平成 32年頃にピー
クを迎えます。

　人口に占める高齢化率は、引き続き上昇していくものと見込まれています。

　申請から 30日以内に審査・判定までを完結するために、調査員及び審査会の体

制を確保する必要があります。

　介護保険制度については、住民にある程度周知が図られています。

経　緯

介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び
運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う
事務に関すること

９

現状と課題

※１　介護保険制度…40 歳以上の方が加入者（被保険者）となって保険料を出し合い、介護（支援）が必要
になったときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用する制度です。保険料と公費を財源に、市
町村が実施主体（保険者）として介護保険事業を運営しており、加入者は年齢により第１号被保険者（65
歳以上の方）と第 2 号被保険者（40 歳〜 64 歳の方で医療保険に加入されている方）に区分されてい
ます。

※２　合議体…介護認定の審査は、医療、保健、福祉の分野の専門家で構成する介護認定審査会の委員を各
分野バランスよく配置した 5 人の審査グループに分け、グループ毎に審査判定を行います。この審査
グループのことを合議体といい、上田地域広域連合では、60 人の介護認定審査会の委員により 12 の
合議体があります。

関係市町村

●要介護・要支援認定
　申請受付

上田地域広域連合

●調査、 審査・判定
・訪問調査・主治医の
　意見書（一次判定）　 　 　 　 ➡

・介護認定審査会
　（二次判定）

関係市町村

医療、保健、福祉の
専門家による審査・
判定

非該当（自立）、要支援、
要介護

●認定
・判定結果に基づき
　認定
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９ 介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



H24 H25 H26 H27 H28

H24 H25 H26 H27 H28

（年度）

（年度）

人口（人）

（申請件数）

（申請件数）

（年度）

高齢化率（％）

上田市 東御市 高齢化率（％）長和町 青木村

上田市 東御市 合計長和町 青木村

H24

H24

H25

H26

H27

H28

H25 H26 H27 H28 （年度）

（判定件数）

新規 更新 変更

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５自立

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0

42,586

8,005

2,285 1,564

8,196

2,3221,576

8,438

2,3501,610

8,691

2,398 1,629

8,913

2,3601,597

43,642 44,803 45,814 46,373

27.4

28.2

29.1

29.9
30.3

8,997

1,669

545 336

8,913

1,657
585 330

9,115

1,613
595 314

9,220

1,590
582 322

9,472

1,592
569 346

11,547 11,485 11,637 11,714 11,979

2,950

7,558

1,039

11,547

2,438

7,599

1,448

11,485

2,424

7,681

1,532

11,637

2,317

7,812

1,585

11,714

2,322

8,036

1,621

11,979

13（自立）

1,104 1,677 1,963 2,008 1,713 1,418 1,458 11,354

14（自立）

1,160 1,612 1,864 1,979 1,548 1,442 1,364 10,983

16（自立）

1,317 1,777 1,985 2,034 1,576 1,470 1,357 11,532

17（自立）

1,385 1,797 2,032 1,956 1,572 1,337 1,293 11,389

23（自立）

1,388 1,723 2,185 1,874 1,447 1,361 1,329 11,330

●介護認定事務の適正化
　◆審査・判定は、公平・公正で迅速に実施するため、引き続き介護認定調査員・

介護認定審査会委員の研修を実施する必要があります。

　◆介護予防・日常生活支援総合事業※3 の実施に伴い、申請件数の見通しを立て

る必要があり、迅速な審査体制の構築と合わせ、適正な認定調査員数、審査会

合議体数を確保する必要があります。

●関係市町村との連携
　　要介護認定支援システムや認定情報等を関係市町村と共有し、更なる事務の迅

速化・効率化等を図る必要があります。

■上田地域の高齢者（65歳以上）人口及び高齢化率の推移（市町村）
（平成 28年 10 月 1日現在 : 長野県毎月人口異動調査）

※３　介護予防・日常生活支援総合事業…介護保険法の一部改正により平成 27 年に施行された新しいサー
ビスで、上田地域広域連合管内では、平成 29 年１月に長和町が、平成 29 年４月からは関係市町村で
サービスの提供が始まりました。現行の介護予防訪問・通所サービスは基準や単価が全国一律ですが、
この新しい総合事業は、各市町村が基準や単価を設定して運営することになり、地域の実情に応じた
サービスが提供されます。状態の改善と悪化の予防を目的に、「介護予防・生活支援サービス事業（サー
ビス事業）」と「一般介護予防事業」とで構成されており、「要支援１・２」に認定された方などがこ
の総合事業サービスの対象となります。
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９ 介護認定調査並びに介護認定審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



H24 H25 H26 H27 H28

H24 H25 H26 H27 H28

（年度）

（年度）

人口（人）

（申請件数）

（申請件数）

（年度）

高齢化率（％）

上田市 東御市 高齢化率（％）長和町 青木村

上田市 東御市 合計長和町 青木村

H24

H24

H25

H26

H27

H28

H25 H26 H27 H28 （年度）

（判定件数）

新規 更新 変更

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５自立

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0

42,586

8,005

2,285 1,564

8,196

2,3221,576

8,438

2,3501,610

8,691

2,398 1,629

8,913

2,3601,597

43,642 44,803 45,814 46,373

27.4

28.2

29.1

29.9
30.3

8,997

1,669

545 336

8,913

1,657
585 330

9,115

1,613
595 314

9,220

1,590
582 322

9,472

1,592
569 346

11,547 11,485 11,637 11,714 11,979

2,950

7,558

1,039

11,547

2,438

7,599

1,448

11,485

2,424

7,681

1,532

11,637

2,317

7,812

1,585

11,714

2,322

8,036

1,621

11,979

13（自立）

1,104 1,677 1,963 2,008 1,713 1,418 1,458 11,354

14（自立）

1,160 1,612 1,864 1,979 1,548 1,442 1,364 10,983

16（自立）

1,317 1,777 1,985 2,034 1,576 1,470 1,357 11,532

17（自立）

1,385 1,797 2,032 1,956 1,572 1,337 1,293 11,389

23（自立）

1,388 1,723 2,185 1,874 1,447 1,361 1,329 11,330

H24 H25 H26 H27 H28

H24 H25 H26 H27 H28

（年度）

（年度）

人口（人）

（申請件数）

（申請件数）

（年度）

高齢化率（％）

上田市 東御市 高齢化率（％）長和町 青木村

上田市 東御市 合計長和町 青木村

H24

H24

H25

H26

H27

H28

H25 H26 H27 H28 （年度）

（判定件数）

新規 更新 変更

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５自立

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0

42,586

8,005

2,285 1,564

8,196

2,3221,576

8,438

2,3501,610

8,691

2,398 1,629

8,913

2,3601,597

43,642 44,803 45,814 46,373

27.4

28.2

29.1

29.9
30.3

8,997

1,669

545 336

8,913

1,657
585 330

9,115

1,613
595 314

9,220

1,590
582 322

9,472

1,592
569 346

11,547 11,485 11,637 11,714 11,979

2,950

7,558

1,039

11,547

2,438

7,599

1,448

11,485

2,424

7,681

1,532

11,637

2,317

7,812

1,585

11,714

2,322

8,036

1,621

11,979

13（自立）

1,104 1,677 1,963 2,008 1,713 1,418 1,458 11,354

14（自立）

1,160 1,612 1,864 1,979 1,548 1,442 1,364 10,983

16（自立）

1,317 1,777 1,985 2,034 1,576 1,470 1,357 11,532

17（自立）

1,385 1,797 2,032 1,956 1,572 1,337 1,293 11,389

23（自立）

1,388 1,723 2,185 1,874 1,447 1,361 1,329 11,330

■介護認定申請件数の推移（市町村）H24 H25 H26 H27 H28

H24 H25 H26 H27 H28

（年度）

（年度）

人口（人）

（申請件数）

（申請件数）

（年度）

高齢化率（％）

上田市 東御市 高齢化率（％）長和町 青木村

上田市 東御市 合計長和町 青木村

H24

H24

H25

H26

H27

H28

H25 H26 H27 H28 （年度）

（判定件数）

新規 更新 変更

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５自立

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0

42,586

8,005

2,285 1,564

8,196

2,3221,576

8,438

2,3501,610

8,691

2,398 1,629

8,913

2,3601,597

43,642 44,803 45,814 46,373

27.4

28.2

29.1

29.9
30.3

8,997

1,669

545 336

8,913

1,657
585 330

9,115

1,613
595 314

9,220

1,590
582 322

9,472

1,592
569 346

11,547 11,485 11,637 11,714 11,979

2,950

7,558

1,039

11,547

2,438

7,599

1,448

11,485

2,424

7,681

1,532

11,637

2,317

7,812

1,585

11,714

2,322

8,036

1,621

11,979

13（自立）

1,104 1,677 1,963 2,008 1,713 1,418 1,458 11,354

14（自立）

1,160 1,612 1,864 1,979 1,548 1,442 1,364 10,983

16（自立）

1,317 1,777 1,985 2,034 1,576 1,470 1,357 11,532

17（自立）

1,385 1,797 2,032 1,956 1,572 1,337 1,293 11,389

23（自立）

1,388 1,723 2,185 1,874 1,447 1,361 1,329 11,330

■介護認定申請件数の推移（新規、更新、変更）

■審査判定結果件数の推移
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１　介護認定事務の適正化
　◇認定調査業務については、公平・公正で正確な調査を行うため、認定調査

員の資質向上を図ります。

　◇公正で的確な審査・判定を行うため、合議体の代表者会議や、委員研修の

機会を設けます。

　◇認定調査については、申請件数の動向に対応するため、適正な広域連合調

査員数を計画的に確保します。

　◇審査会については、審査件数の的確な把握により、適正な審査員数を確保

します。

２　関係市町村との連携
　　国の動向を踏まえ、介護保険制度の改正等に的確に対応できるよう情報収

集を行い、引き続き関係市町村と連携を図ります。

今後の方向

施　策 １　介護認定事務の適正化
　◇認定調査員は月例会議を開催し、調査項目等の判断基準の統一を図りま

す。また、居宅介護支援事業者※4	等の新任認定調査員研修と現任認定

調査員研修を開催するとともに、県主催の認定調査員研修の参加要請等

に協力します。

　◇介護認定審査会合議体間の審査判定に至る判定視点や認定期間など統一

した審査判定が行えるよう、判定結果を公表し、合議体代表者会議を開

催します。

　◇認定調査申請件数の動向を注視し、広域連合認定調査員の適正な人員及

び適正な認定審査員数と合議体数を確保します。

2　関係市町村との連携
　　国の介護保険施策の動向などを把握して、制度改正等に的確に対応する

ことができるよう、関係市町村との連携を図ります。

※４　居宅介護支援事業者…介護を必要とされる方の心身の状況や生活環境、本人・家族の希望等に沿って
居宅サービス計画（ケアプラン）を作成するとともに、ケアプランに位置付けたサービスを提供する
事業所等との連絡・調整、居宅支援サービス費にかかる費用の計算や請求などを要介護者に代わって
手続きする事業者のことです。
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　介護相談員派遣事業は、介護相談員として委嘱（任期は２年）した者を介護保険

施設等に派遣し、利用者の日常的な不平、不満又は疑問等をお聞きし、苦情に至る

事態を未然に防止することを目的に平成 14年度から実施しています。

10人の介護相談員が２人１組で訪問活動を行っています。

　介護相談員は施設への訪問機会を捉えて、施設でのサービス改善の提案を行って

います。

　相談員から提出された活動報告書は、関係市町村の介護保険担当課へ毎月送付し

ています。

　介護付有料老人ホーム※1	等新たな形態の介護施設が増加、多様化しており、相

談員の訪問機会を求める要望が多く寄せられています。

●介護相談員の定数・訪問形態
　　相談員の適正数、また、相談員が訪問している施設の見直し、訪問の頻度につ

いて検討する必要があります。

●介護相談員の研修
	 	　介護相談員は、公正、中立な立場で相談を受けることができるよう、引き続き

養成研修や現任研修などの受講が必要です。

●訪問施設及び関係市町村との連携
　　施設における介護サービスの質の向上を図るため、また、市町村との情報を共

有するため、介護相談員との連携が必要です。

経　緯

介護相談員派遣事業に関すること10

現状と課題

※１　介護付有料老人ホーム…都道府県（または市町村）から指定を受けた施設で、「特定施設入居者生活介
護」サービスを提供しており、個々の予算に応じてグレードを選べる点が特徴です。主に民間事業者
などによって運営されています。
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※２　認知症高齢者のグループホーム…認知症の高齢者が５〜９人のユニット単位で共同生活を送りながら、
専門スタッフによる身体介護と機能訓練、レクリエーションなどが受けられる施設です。グループホー
ムにおいて入所者は、介護スタッフのサポートを受けながら、認知症の進行を緩やかにすることを目
的としています。

※３　地域密着型の介護老人福祉施設…地域密着型介護老人福祉施設は、利用者が可能な限り自立した日常
生活を送ることができる入所定員 30 人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）です。常に
介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話
などを提供し、地域や家族との結びつきを重視した運営を行うこととされています。

■介護相談員訪問施設数の推移

１　訪問事業の充実
　◇介護老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者のグループホーム※2、

地域密着型の介護老人福祉施設※3、介護付有料老人ホームなどに訪問を拡

大し、定期訪問を実施します。また、必要のある場合は随時訪問します。

　◇訪問施設や訪問頻度などを見直し、相談員の適正な人員確保を図ります。

２　介護相談員の研修の実施
　　公正、中立な立場で相談を受けるため、介護相談員養成・現任研修を実施

します。

３　施設職員等との連携の強化
　　施設職員との懇談会開催により施設のオープン化やサービスの向上等、施

設の運営の改善に役立つ事例を共有し、また、関係市町村職員との懇談会開

催により施設サービスの課題や改善策等の情報を共有します。

今後の方向

H24 H25 H26 H27 H28 （年度）

（施設数）

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 グループホーム 地域密着型介護老人福祉施設等
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１　訪問事業の充実
　　相談員が２人１組で地域内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設等へ

定期的に訪問します。

２　介護相談員の研修の実施
　◇介護相談員を養成し、人員体制を整備します。

　◇公正、中立な立場で相談を受けることができるよう、高齢者を取り巻く

制度の理解や介護の現状把握等について必要な研修を実施します。

３　施設職員等との連携の強化
　　施設職員や関係市町村職員との連携を密にし、利用者の希望・要望を把

握するとともに、サービス状況等の改善に向けて方策を探ります。

施　策
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　平成 18年４月の障害者自立支援法施行に伴い、上田地域では、関係市町村が行

う障害者自立支援事務のうち障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関する事

務を広域連合が共同処理することと決定し、審査判定については合議体※1 による

審査会を設置し、審査業務を行っています。

　平成 25年４月には障害者総合支援法への改正により、障がい福祉サービスの対

象に難病患者等が追加され、平成 26 年４月からは、「障害程度区分」から「障害

支援区分」に改め※2 られました。

　　　　　　　　

　難病患者等の対象疾病が拡大されましたが、申請件数の大幅な増加はなく推移し

ています。

●適正な審査の実施
　◆制度改正の動向などを的確に把握する必要があります。

　◆障害支援区分の認定は、公平・公正で迅速な審査・判定を要するため、引き続

き障害者介護給付費等審査会委員の研修が必要です。

●関係市町村との連携
　　審査会資料の照会や補完業務の必要性から、関係市町村と連携を図る必要があ

ります。

経　緯

障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関
連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関
すること

11

現状と課題

※１　合議体…障害者介護給付費等審査は、医療、保健、福祉の分野の専門家及び識見者で構成する障害者
介護給付費等審査の委員を各分野バランスよく配置した５人の審査グループに分け、グループ毎に審
査判定を行います。この審査グループのことを合議体といい、上田地域広域連合では、10 人の障害者
介護給付費等審査の委員により２の合議体があります。

※２　「障害程度区分」から「障害支援区分」に改め…障害者自立支援法における「障害程度区分」について
は、知的障がいや精神障がいについて一次判定で低く判定される傾向があり、審査会の二次判定で引
き上げられる割合が高いことから、その特性を反映できていないのではないかとの課題が指摘されて
いました。こうした背景を踏まえて平成 24 年６月に成立した障害者総合支援法では、「障害程度区分」
については、障がいの多様な特性、その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合い
を総合的に示す「障害支援区分」に改め、平成 26 年４月から施行することとされました。

— 40 —

11 障害者介護給付費等審査会の設置及び運営に関連して広域連合及び関係市町村が行う事務に関すること



■障害者介護給付費等申請件数の推移（市町村）

■障害支援区分判定結果件数の推移
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１　障害者介護給付費等審査会の運営
　　審査会は、医療・保健・福祉・識見の各分野からの委員構成とし、適正・

公平な審査が行われるよう努めます。

２　関係市町村との連携
　　国の動向を踏まえ、障がい福祉制度の改正等に的確に対応できるよう情報

収集を行い、引き続き関係市町村と連携を図ります。

１　障害者介護給付費等審査会の適正な審査の実施
　　公平・公正な調査、審査が実施できるよう、障害者介護給付費等審査会委

員の研修、並びに市町村担当者会議や合議体代表者会議を開催します。

２　関係市町村との連携
　　障がい者の日常生活や社会生活を総合的に支援することができるよう、国

の制度改正の動向などを的確に把握し、関係市町村と連携を図ります。

今後の方向

施　策
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●第二次救急医療体制整備のための補助事業
　県の制度導入を受け、昭和 54 年度から病院群輪番制※1 病院運営事業を開始し、

地域内の休日・夜間の救急体制を整備しました。平成 17年度に国・県の補助は廃

止されましたが、関係する市町村の負担金により補助事業は継続しています。

●長野県上小医療圏地域医療再生計画に基づく新たな地域医療再生事業
　　県の地域医療再生基金※2 を活用した補助を受け、病院群輪番制病院後方支援

事業※3 と病院群輪番制病院等救急搬送収容事業※4 を平成 22年度から 25年度ま

で実施しました。

経　緯

病院群輪番制病院に係る補助事業に関すること12

※１　病院群輪番制度…救急車により直接搬送されてくる急患や、診療所など第一次（初期）救急医療機関
から転送されてくる重症救急患者に対応するために、医療機関の協力を得て、年間を通じ輪番制方式
により、交替で安心して第二次救急医療を受けられるようにしている制度です。

※２　地域医療再生基金…地域の医師確保、救急医療の確保など、地域における医療課題の解決を図るため、
国の交付金を原資に県が基金を設置し、救急医療と周産期医療の再構築を核とした上小医療圏の再生
を目指し活用されました。( 平成 21 〜 25 年度 )。病院群輪番制病院後方支援事業及び病院群輪番制
病院等救急搬送収容事業は、地域医療再生事業の継続事業です。

※３　病院群輪番制病院後方支援事業…年間を通じ救急患者の受け入れを安定して確保するため、輪番病院
の後方支援病院に位置づけ支援する事業。急患が重複した際などに輪番病院の後方支援病院として信
州上田医療センターが受け皿となり、地域住民が安心して救急医療を受けられる体制を整えているも
のです。

※４　病院群輪番制病院等救急搬送収容事業…救急搬送患者の収容実績に応じた補助を輪番病院及び後方支
援病院へ実施する事業です。

■救急医療体制の説明
　「重症度」に応じて第一次（初期）、第二次、第三次救急医療の３段階体制をとっ

ています。
区　　分 患者の症状（程度） 対応する医療機関
第一次救急
（初期救急）

日常生活での軽度のけがや病気
（入院治療を必要としない程度） 在宅当番医、かかりつけ医	など

第二次救急 入院治療を必要とする重症救急患者 病院群輪番制病院　輪番制病院後方支援
病院（信州上田医療センター）

第三次救急 重篤な救急患者
（高度医療を必要とする程度）

救命救急センター
（佐久総合病院　佐久医療センター）

■上田地域の病院群輪番制病院	 （五十音順）
市町村名 病　　院　　名

上田市 安藤病院、上田病院、鹿教湯病院、小林脳神経外科・神経内科病院、塩田病院、
花園病院、丸子中央病院、柳澤病院

東御市 東御市民病院
長和町 国保依田窪病院
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現状と課題

●地域医療再生事業終了後の継続事業
　　病院群輪番制病院後方支援事業と病院群輪番制病院等救急搬送収容事業は、地

域医療再生事業終了後も継続し、平成 30年度まではふるさと基金を財源に補助

事業は実施することが決定しています。

　上田地域の病院群輪番制病院における医師や看護師等の医療スタッフ不足問題

は、依然として深刻な状況です。

　救急搬送は増加傾向にある一方、信州上田医療センターの機能充実や病院間の連

携により、圏域外への搬送は減少しており、必要とされる医療提供体制の整備が進

んでいます。

●上小医療圏救急医療体制の維持
　　安全・安心な救急医療体制を構築するため、上小医療圏内での二次医療完結を

目指す必要があります。

●輪番制後方支援事業等の継続協議
　◆病院群輪番制病院後方支援事業及び病院群輪番制病院等救急搬送収容事業は、

救急医療体制の役割分担の明確化とともに、輪番病院の負担軽減を図るために

一定の効果がみられます。

　◆平成 31年度以降の事業継続については、財源を含め関係機関と協議する必要

があります。

■救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移
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（年度）

人数（人） 割合（％）
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１　上小医療圏救急医療体制の維持
　　安全・安心な救急医療体制を構築する事業を継続し、上小医療圏内での二

次医療完結を目指します。

２　輪番制後方支援事業等の継続協議
　　救急医療体制の役割分担の明確化と病院群輪番制病院の負担軽減を図るた

め、病院群輪番制病院後方支援事業及び病院群輪番制病院等救急搬送収容事

業の継続について、財源を含め関係機関と協議します。

３　適正な第二次救急医療利用の周知
　　関係市町村と連携して、適正な第二次救急医療利用のための住民周知に取

り組みます。

　上田地域広域連合緊急医療体制整備事業補助金交付要綱に基づいた、適正な

補助金の交付を行います。

今後の方向

施　策
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●昭和 34 年に上田市

のし尿処理場とし

て設置され、全面更

新された現施設は、

平成９年 12 月から

稼働しています。運

営主体は、上田市で

始まり、上田・小県

し尿処理場組合、上

小衛生施設組合、上

田地域保健環境施設組合、上田地域広域行政事務組合を経て、平成 10年４月か

ら上田地域広域連合となりました。

●下水道普及率の向上によりし尿等の処理量が大幅に減少したうえに、機械設備の

耐用年数が経過していることから、将来のし尿処理のあり方について検討しまし

た。その後、清浄園用地を資源循環型施設の建設候補地とする提案に至り、今後

のし尿等の処理については、各市町村の責任で行うことを決定しました。

●処理量の減少
　　施設の処理能力は、１日当たり 280 キロリットルですが、平成 28年度の処理

量は１日平均 93.7 キロリットルと処理能力の３分の１程度まで減少しています。

●市町村によるし尿処理
　　し尿等を各市町村の責任で処理する方針に基づき、東御市では、平成29年度か

ら川西保健衛生施設組合の衛生センターで処理することとなり、長和町、青木村

では、平成30年度から長門水処理センターの敷地内に建設する、長和町汚泥再生

処理センターで共同処理することとなりました。なお、上田市では、し尿前処理

下水道投入施設を下水処理場の敷地内に建設することで調整を進めています。

●維持管理
　◆処理量が減少している一方で、老朽化により維持費・修繕費は増加傾向にあり

ますが、今後も適正処理のための維持管理を継続していく必要があります。

経　緯

し尿処理施設の設置、管理及び運営に関すること13

現状と課題
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※１　肥料（サラ・さらさ）…清浄園で発生する有機汚泥を乾燥させ焼却した灰を、「サラ・さらさ」という
名称で肥料登録し、家庭菜園や花壇などの肥料として用います。砂状で扱いやすく、リン酸、カリの
成分が多く含まれており、水銀・ヒ素・カドミウムなど有害金属はほとんど含まれていません。

　◆汚泥焼却灰から作る肥料（サラ・さらさ）※1 については、福島第一原子力発

電所の事故の影響により配布を中止していましたが、放射性物質濃度が安全な

レベルまで低下したため、平成 28年９月から配布を再開しました。

■清浄園投入量推移（市町村）

■清浄園投入量推移（汚泥）
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１　安全・安心な施設維持と効率的な施設運営
　　各市町村でのし尿等処理の進捗状況を見据えた上で、法に基づいた安全・

安心な施設維持に努めるとともに、処理コストを意識した効率的な運転管理

に努めます。

２　清浄園の廃止
　　全ての市町村の新たな処理施設での受入れが開始された後、清浄園を廃止

します。

　　　　　

１　施設の維持管理と運転管理	
　　廃止時期を見据えた上で、計画的な点検・修繕の実施により適切な維持管

理を行うとともに、減少していく処理量に対応した効率的な運転管理に努め

ます。

２　施設の安全管理	
　　施設から排出される放流水や大気汚染物質の検査を定期的に行い、安全・

安心な施設を維持します。

３　汚泥焼却灰の資源化
　　「サラ・さらさ」については、放射性物質濃度を監視しながら、配布量や

配布方法の見直しを検討し、焼却灰の資源化量を増やすとともに経費節減を

図ります。

４　周辺地域への情報提供と信頼関係の構築	
　◇施設の運営管理の状況に関しては、周辺地域代表者で構成される「公害防

止連絡員会議」などを通じて報告し、地域の理解と協力を得られるよう、

誠意を持って対応します。

　◇地元住民への情報提供を積極的に行い、施設への信頼や理解が深まるよう

努めます。

５　清浄園の廃止	
　◇廃止に向けた事務手続き等は、関係市町村と協議・協力し、必要に応じて

速やかに行います。

　◇廃止後の解体撤去費については、広域処理を長年継続してきたことから、

関係市町村が　応分の負担をすることとします。

今後の方向

施　策
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●循環型社会の構築を目的とし、ごみ処理広域化に向けての基本的な考え方を示し

た「ごみ処理広域化計画※1」（平成 11 年３月策定、平成 21 年 11 月改訂）につ

いては、平成 28年２月、「第３次ごみ処理広域化計画」（以下、第３次計画という）

として改訂しました。

●第３次計画では、新たに平成 32年度の可燃ごみ減量化目標値※2 を定め、統合ク

リーンセンターの焼却処理能力を 144 トン / 日に縮小するなど、より環境に配

慮したコンパクトな施設整備を目指すこととしています。

●既存施設を統合・広域化する資源循環型施設の整備により、焼却時に発生するダ

イオキシン類などの有害物質の軽減、ごみ処理経費の大幅な削減、焼却熱エネル

ギーの有効活用、資源化率の向上などを図ります。

　　　　　　　　

●ごみの減量化・再資源化
　◆第３次計画では、減量化・再資源化をより一層推進するために、関係市町村ご

とに平成 32年度の可燃ごみ減量化目標値を設定しました。上田地域（上田市、

東御市、青木村及び長和町）の合計では、平成 26年度比 4,442 トン（10.7%）

減の 36,933 トン / 年を目標値として設定しています。

　◆生ごみ堆肥化等の取組については、東御市、長和町では堆肥化施設が運営され

ているほか、上田市、青木村では生ごみ減量化機器購入費補助金制度の充実強

化を図っています。

　◆広域連合では、定期広報による住民意識の啓発と、各クリーンセンターにおけ

る内容物点検等を実施しています。

経　緯

ごみ処理広域化計画に基づく事業の実施に関連
して広域連合及び関係市町村が行う事務に関す
ること

14

現状と課題

※１　ごみ処理広域化計画…上田地域（上田市、東御市、長和町、青木村）の３箇所のクリーンセンターな
どを統合した資源循環型施設や、最終処分場の整備を行い、あわせて関係市町村ごとにごみの減量化・
再資源化施策を行うことで、それぞれに設定したごみ減量目標値の達成に努めるほか、関係市町村で
多少の相違があるごみの分別方法の統一を行うなど、広域的なごみ処理システムの構築のための基本
的な方向を示したものです。

※２　可燃ごみ減量化目標値…家庭系可燃ごみの減量化見込値と事業系可燃ごみの減量化目標値を基に、各
市町村の目標値を合計したものです。
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※３　３R …リデュース（廃棄物の発生抑制）、リユース（再使用）、リサイクル（再生利用）。国の循環型社
会形成推進基本計画ではリサイクルに比べ取り組みが遅れているリデュース、リユースの取り組み強
化を政策の柱としています。

●資源循環型施設
　◆資源循環型施設の整備については、平成２４年６月、清浄園用地を建設候補地

とする提案をしています。この提案について地元住民の御理解を得るため、懇

談会や意見交換会などを実施していますが、合意形成に向けて、更なる話し合

いが必要になっています。

　◆統合クリーンセンター
　　　上田地域の可燃ごみについては、上田・丸子・東部の３クリーンセンターで

焼却処理を行っていますが、３施設とも老朽化が進み、安全・安心な施設運営

を続けるための維持管理費が年々増加傾向にあります。このため、早期の統合

クリーンセンター整備が必要になっています。

　◆統合リサイクルプラザ
　　　上田地域の不燃ごみについては、民間委託により処理を行っているほか、上

田市不燃物処理資源化施設と東御市不燃物処理施設で中間処理を行っています。

民間企業にできるだけ処理を任せる中で、老朽化している２施設の早期の統合、

整備が必要になっていますが、清浄園周辺の地元住民から統合リサイクルプラ

ザは統合クリーンセンターに併設せず、他の地域に建設するよう要望されてい

ることから、統合リサイクルプラザの整備手法を検討する必要があります。

●最終処分場
　　現在、上田地域内で市町村が運営管理している最終処分場においては、プラス

チック類の資源化や焼却灰の資源化委託処理などにより、埋立量を減量化し、延

命化している状況です。しかし、恒久的に民間処理ができる保証がないため、資

源循環型施設の整備に伴い、広域連合として最終処分場の整備が必要になってい

ます。

1　循環型社会の構築
　　第３次計画に基づき、３Ｒ※3 の推進やごみの減量化・再資源化など、環

境負荷の少ない広域的な循環型社会の構築に向け、更なる取り組みの強化を

図ります。

２　広域的なごみ処理の推進
　◇地元自治会等との合意形成
　　早期の施設整備に向け、地元自治会等と施設建設についての合意形成を図

ります。

今後の方向
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◇資源循環型施設整備の基本方針
　①環境への負荷を低減し、安全で安定した環境にやさしい施設

　②発生するエネルギーを回収し、資源を循環利用する施設

　③周辺の自然環境との調和を図り、環境教育の拠点となる施設

　④施設建設地の基盤整備と地域振興を図り、快適な生活環境を創造する

　⑤災害時の廃棄物処理を迅速に行うとともに、防災拠点としての機能を持つ

施設

◇最終処分場の基本方針
　　最終処分先の恒久的な確保のため、自区内処理※4 を基本とし、広域連合

が最終処分場の整備を行います。建設場所は、資源循環型施設の建設地以外

の市町村が受け持つことを基本とします。

※４　自区内処理…産業廃棄物と違って、家庭などから排出される一般廃棄物は市町村に処理責任があり、「自
分の市町村で排出したごみは自分の市町村で処理する」原則に基づき、広域連合が資源循環型施設の
関係市町村区域に最終処分場の建設を行う方針となっています。

■ごみの減量化実績及び目標（市町村）

１　ごみの減量化・再資源化
　◇第３次計画の可燃ごみ減量化目標値の達成に努めます。

　◇関係市町村と連携し、廃棄物の発生抑制・再利用の促進・資源化の促進、

生ごみの堆肥化の推進、ごみの分別の更なる徹底等を推進します。

　◇ごみの分別方法の統一を図り、資源化を推進します。

施　策
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　◇可燃ごみの減量化・再資源化を積極的に推進することにより、統合クリー

ンセンターを環境に配慮したコンパクトな施設とします。

２　地元との合意形成
　◇地元住民に施設建設に関する御理解を深めていただくため、意見交換会・

説明会・協議会など話し合いを積み重ねていきます。

　◇地元住民に施設建設の判断材料を提供するために、環境影響評価などの調

査を実施するとともに、施設整備計画を策定します。

　◇施設整備に関連して、周辺地域の環境整備や振興策等を実施します。

　◇地元自治会等と公害防止協定などの協定を締結するほか、公害防止連絡員

会議など定期的な運営管理体制を検討します。

３　統合クリーンセンター
　◇最新鋭の技術を導入し、安全・安心な施設とします。

　◇排ガス中のダイオキシン類など有害物質に対して、自主規制値を設定する

など、排出抑　制に最大限努めます。

　◇焼却処理による熱エネルギーを発電等により回収し、有効利用を図ります。

　◇災害時には、災害廃棄物の迅速な焼却処理を行うとともに、停電時の電力

供給など防災拠点としての機能を持たせることを検討します。

　◇施設整備等に係る多額の事業費負担を軽減するために、循環型社会形成推

進交付金をは　じめとした財源の確保に努めます。

４　統合リサイクルプラザ
　◇統合リサイクルプラザは、統合クリーンセンターに併設せず、統合ではな

く分散化に向けた具体的な検討・調整を進めます。

　◇資源化を推進し、焼却施設への負荷を軽減させます。

　◇民間活力を活用します。

　◇プラザ機能は統合クリーンセンターで対応する方向で検討します。（中古

品・不用品の再生・保管・展示・交換スペース、子どもたちの体験学習ス

ペース、環境関係団体等の活動拠点など）

５　最終処分場
　◇建設場所について、資源循環型施設の建設地以外の市町村としていること

から、資源循環型施設の建設地が決定した後、候補地選定に着手します。

　◇資源循環型施設稼働時までに最終処分場を整備できない場合は、資源化率

の向上を図るため、民間委託による処理を行います。

　◇廃棄物処理をトータルで捉え、長期間の民間委託を活用する事例も多いこ

とから、廃棄物処理の効率性と確実性に配慮していきます。
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　広域連合は、平成 10年４月から、上田クリーンセンター、丸子クリーンセンター

及び東部クリーンセンターの３施設を管理運営しています。

●上田クリーンセンター
　　昭和 41 年に上田市、塩田町及び川西村の

ごみ焼却施設として設置され、全面更新され

た現施設は、昭和 61 年４月から稼働してい

ます。運営主体は、上田市外２カ町村じんか

い焼却場組合で始まり、上田市真田町じんか

い焼却場組合、上田地域保健環境施設組合、

上田地域広域行政事務組合を経て、上田地域

広域連合となりました。

●丸子クリーンセンター
　　昭和 43年に丸子町のごみ焼却施設として

設置され、全面更新された現施設は、平成４

年４月から稼働しています。運営主体は、丸

子町を経て、上田地域広域連合となりました。

●東部クリーンセンター
　	　昭和 43年に東部町のごみ焼却施設として

設置され、全面更新された現施設は、平成５

年９月から稼働しています。運営主体は、東

部町を経て、上田地域広域連合となりました。

経　緯

ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関すること15

■広域連合が管理、運営するごみ焼却施設
施設名

区分 上田クリーンセンター 丸子クリーンセンター 東部クリーンセンター

処 理 能 力 200t/日
（100t/24h	２炉）

40t/日
（20t/16h	２炉）

30t/日
（15t/ ８h	２炉）

処 理 方 式 ストーカ式 ストーカ式 ストーカ式
稼 働 開 始 年 昭和61年４月 平成４年４月 平成５年９月

灰の処理方法 セメント固化方式 主灰は加湿方式
飛灰はキレート方式

主灰は加湿方式
飛灰はキレート方式

搬 入 市 町 村 上田市(上田地域・真田地域)
青木村

上田市(丸子地域・武石地域)
長和町 東御市（東部地区）
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●現クリーンセンターの延命化と資源循環型施設の建設
　◆本計画中に３施設はいずれも築 30年を超えることになり、維持・延命化は大

きな課題となっています。

　◆施設の維持・修繕費は増加傾向にありますが、老朽化に伴い、今後も引き続き

相応の経費がかかることが想定されます。

　◆３施設に替わる統合クリーンセンターなどについては、資源循環型施設として、

早期建設に向け取り組んでいます。

　◆資源循環型施設の稼働までには、調査、合意形成、建設等が必要な状況であり、

それまでの間は、現施設を安全・安心な状態で維持していく必要があります。

●ごみの減量化・再資源化
　◆クリーンセンターへの可燃ごみ搬入量については、平成 13 年度の 51,369 ト

ン / 年をピークに減少傾向にあり、平成 28 年度は 39,851 トン / 年と 22.4%

の減量となっています。

　◆ごみの減量により、クリーンセンターの焼却設備にかかる負担は軽減されてい

ますが、平成 32年度の可燃ごみ減量化目標値 36,933 トン / 年の達成に向け、

更なる取組が必要です。

現状と課題

■クリーンセンター搬入量の推移
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■排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果
施設名 基準値 測定箇所 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

上田クリーン
センター 1

1号炉 0.023 0.022 0.015 0.0032 0.017
2 号炉 0.015 0.011 0.016 0.0053 0.033

丸子クリーン
センター 10

1 号炉 0.034 0.039 0.023 0.032 0.087
2 号炉 0.150 0.053 0.059 0.110 0.081

東部クリーン
センター 10

1 号炉 0.034 0.010 0.0069 0.0034 0.00037
2 号炉 0.019 0.022 0.00031 0.00081 0.0026

※ナノグラム  = 10 億分の 1 グラム
　TEQ = ダイオキシン類には様々な種類があり、それぞれ毒性の強さが異なるので、最も毒性の強い

物質の毒性を 1 として他のダイオキシン類の毒性の強さを換算した係数を用いてダイオキシン類の
毒性を足し合わせた値

　㎥ N = 0℃、1 気圧に換算した 1 立方メートルの気体量

１　施設の延命化
　　資源循環型施設が稼働するまで、現在の施設の延命化を図ります。

２　安全・安心な施設運営
　　計画的な維持・修繕を実施していくとともに、有害物質の発生を極力抑制

する適切な運転管理により、安全・安心な施設運営に努めます。

３　ごみの減量化・再資源化の推進と分別の徹底
　◇関係市町村と連携し、圏域住民の御協力をいただきながら、更なるごみの

減量化・再資源化を推進し、焼却量の低減を図ります。

　◇ごみの分別を徹底することにより、安定的で適正な焼却処理を確保します。

１　施設の維持管理と延命化
　◇資源循環型施設の稼働時期を見据えた上で、精密機能検査の結果に基づく

計画的で適切な維持管理を行い、効率的に施設の延命化を図ります。

　◇保守・点検を充実し、設備の故障を未然に防ぎます。

　◇川西保健衛生施設組合清掃センターの廃止に伴い、東部クリーンセンター

に搬入される予定の東御市北御牧地区の可燃ごみの受入れ態勢を整えま

す。

２　施設の安全管理と運転管理
　◇排ガス中に含まれるダイオキシン類等の有害物質の検査を定期的に行い、

安全・安心な施設を維持します。

　◇焼却温度の遵守など、日常の運転管理に最善の注意を払い、有害物質の発

生抑制に努めます。	

今後の方向

施　策
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３　焼却灰の資源化
　　施設から排出される焼却灰については、放射性物質濃度を監視しながら資

源化を推進します。

４　周辺地域への情報提供と信頼関係の構築
　◇施設の運営管理に際しては、周辺自治会等住民の理解と協力を得られるよ

う、誠意を持って対応します。

　◇地元住民への情報提供を積極的に行い、施設への信頼や理解が深まるよう

努めます。

５　焼却手数料の検討
　　消費税率の改定時に合わせ、ごみ処理経費を踏まえた上で、焼却手数料の

見直しを検討します。	

６　ごみの減量化・再資源化と分別の徹底
　◇関係市町村と連携しながらごみ減量化・再資源化施策を推進し、可燃ごみ

減量化目標値の達成に努めます。

　◇焼却量を低減することにより、周辺地域の環境負荷を軽減するとともに、

老朽化が進んでいる焼却設備の負担を軽減します。

　◇積極的な広報・啓発により、可燃ごみへの不燃物や資源物の混入を排除し、

安定的な焼却処理の確保と資源化率の向上を図ります。

　◇クリーンセンターに直接搬入される事業系可燃ごみの内容物点検を実施す

ることにより、適正なごみ搬入の指導及び減量化に取り組みます。

— 55 —

15 ごみ焼却施設の設置、管理及び運営に関すること



　広域連合は、平成 10年４月から、大星斎場及び依田窪斎場の２施設を管理運営

しています。

●大星斎場
　　昭和45年に上田市、東部町、真田町、川西

村、青木村の斎場として設置され、昭和47

年の施設更新の後、必要に応じた改修工事

を重ね、現在に至っています。運営主体は、

大星斎場組合で始まり、上田地域保健環境

施設組合、上田地域広域行政事務組合を経

て、上田地域広域連合となりました。

●依田窪斎場
　　昭和 40 年に丸子町、長門町、武石村、

和田村の斎場として設置され、平成８年の

全面更新を経て現在に至っています。運営

主体は、依田窪火葬場組合で始まり、依田

窪広域行政事務組合を経て、上田地域広域連合となりました。

●火葬件数
　　火葬件数についての現状は、高齢者人口の増加などにより増加傾向にあります

が、中長期的には、人口減少に伴い減少していくことが見込まれます。

●指定管理者制度
　　依田窪斎場は平成 22 年度から、大星斎場は平成 25 年度から指定管理者制度

を導入し、施設運営の方式として定着しています。今後も、良質な利用者サービ

スを維持しながら、状況の変化に対応していく必要があります。

●両施設のサービス等
　　両施設は、建設の時期や経緯などが異なるため、市町村負担金の負担割合、施

設の質、施設利用料などの相違や、施設を利用できる区域の制限があります。将

来的には、同じ広域連合の施設であることから、サービス水準をそろえ、利用者

ニーズに応えていく必要があります。

経　緯

斎場の設置、管理及び運営に関すること16

現状と課題
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１　良質なサービスの提供
　◇斎場は、人生の終焉の場であることを踏まえ、葬送行為が厳粛に行われる

よう、利用者本位の良質なサービスの提供に努めます。

　◇今後の施設のあり方を含め斎場利用区域枠の撤廃を視野に入れた区域分け

の見直しを検討し、利用者の利便性向上を図ります。

　【参考】現在の利用区域分け
　　大星斎場 : 上田市（上田地域・真田地域）、東御市、青木村

　　依田窪斎場 : 上田市（丸子地域・武石地域）、長和町

２　計画的で効率的な施設運営
　◇計画的で効率的な修繕を実施することにより、良好な施設環境の維持に努

めます。

　◇両施設で異なる施設利用料を見直し、施設運営の財源確保にも配慮してい

きます。

　　　

１　指定管理者制度の活用
　　指定管理者制度を有効に活用し、成熟させることにより、利用者本位の良

質なサービスの提供と管理運営経費の節減を両立していきます。

２　利用区域分けの見直し
　　各施設の利用者ニーズと利用状況を把握した上で、斎場利用区域枠の撤廃

を視野に入れた区域分けの見直しを検討します。

３　施設の維持管理と安全管理
　◇定期的な点検に基づいた計画的で効率的な修繕を実施することにより、良

好な施設環境を維持し、施設利用者の満足度を確保します。

　◇ダイオキシン類測定調査を定期的に実施し、安全管理に努めます。

４　施設利用料の見直し
　　今後の施設のあり方も含め、両斎場の利用料の統一も視野に入れた見直し

を検討します。

今後の方向

施　策

■火葬件数の推移

施設名 年度
市町村 平成 23年度 平成 24年度 平成 25年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度

大　星
斎場

上　田　市 1,288	 1,278	 1,343	 1,444	 1,369	 1,434	
東　御　市 349	 297	 343	 314	 301	 344	
青　木　村 65	 80	 62	 61	 72	 59	
そ　の　他 62	 41	 65	 68	 79	 65	

計 1,764	 1,696	 1,813	 1,887	 1,821	 1,902	

依田窪
斎場

上　田　市 346	 369	 373	 352	 325	 339	
長　和　町 119	 92	 114	 93	 118	 106	
そ　の　他 93	 232	 95	 132	 114	 98	

計 558	 693	 582	 577	 557	 543	
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　この広域計画の期間は、原則として、平成 30 年度から平成 34 年度までの５年

間とし、５年間を単位として、期間満了前に見直しを行います。

　ただし、事務事業の追加等によって変更の必要が生じた場合及び広域連合長が必

要と認めた場合は、広域連合議会の議決を経て、随時改定します。

広域計画期間及び改定に関すること17

— 58 —

17 広域計画期間及び改定に関すること



１ 　上田地域広域連合広域計画策定委員会設置要綱

２ 　上田地域広域連合広域計画策定体制

３ 　上田地域広域連合広域計画策定委員会委員名簿

４ 　上田地域広域連合広域計画策定経過

５ 　参考資料

上田地域広域連合広域計画

付属資料編
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付属資料
１

　【設置】
第 1条　上田地域広域連合規約（平成 10 年３月 31 日長野県指令９地第 1289 号）第５条に規定
する広域計画の策定にあたり、上田地域広域連合広域計画策定委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。

　【任務】
第2条　委員会は、広域計画の策定に際し、必要な事項を調査し、審議を行う。
【組織等】

第3条　委員会は、委員 16人以内をもって組織する。
２　委員は、広域計画に掲げる事務事業項目に関連する分野の代表者その他上田地域広域連合長（以

下「広域連合長」という。）が適当と認める者のうちから、広域連合長が委嘱する。

　【任期】
第4条　委員の任期は、委嘱の日から広域計画策定の日までとする。
　【委員長及び副委員長】

第５条　委員会に委員長のほか、副委員長を置き、委員が互選する。
２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

		【会議】
第６条　委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

　【幹事会等】
第７条　委員会に、幹事会を置く。
２　幹事は、関係市町村の職員のうちから広域連合長が委嘱する。

３　幹事会は、委員会を補佐し、広域計画策定に関する調査、研究を行う。

４　幹事会に、専門部会を置くことができる。

　【補則】
第８条　この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定め
る。

　　　附　則

　この要綱は、平成 24年３月１日から施行する。

上田地域広域連合広域計画策定委員会設置要綱
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付属資料
2

総務企画消防部会
⑴		上田地域の広域行政の推進に関すること
⑵	広域的な幹線道路網構想・計画に基づく
事業の実施に関連して広域連合及び関係
市町村が行う事務に関すること

⑶	広域的な観光振興に関すること
⑷	調査研究事業に関すること
⑸	消防に関すること	
⑹	 上田創造館の設置、管理及び運営に関す
ること

⑺図書館情報ネットワークの整備及び運営に
関連して広域連合及び関係市町村が行う
事務に関すること

⑻	ふるさと基金に関すること
⒄	広域計画の期間及び改定に関すること

保健福祉部会
⑼	介護認定調査並びに介護
認定審査会の設置及び運
営に関連して広域連合及
び関係市町村が行う事務
に関すること

⑽	介護相談員派遣事業に関
すること

⑾	障害者介護給付費等審査
会の設置及び運営に関連
して広域連合及び関係市
町村が行う事務に関する
こと

⑿	病院群輪番制病院に係る
補助事業に関すること

環境衛生部会
⒀	し尿処理施設の設置、管
理及び運営に関すること

⒁	ごみ処理広域化計画に基
づく事業の実施に関連し
て広域連合及び関係市町
村が行う事務に関するこ
と

⒂	ごみ焼却施設の設置、管
理及び運営に関すること

⒃	斎場の設置、管理及び運
営に関すること

関係市町村
担当課長・担当係長

関係市町村
担当課長・担当係長

関係市町村
担当課長・担当係長

総務企画消防部会 保健福祉部会 環境衛生部会

広域計画原案

広域計画素素案提出

広域計画素案提出 議　決

広域計画案上程

平成 29年 3月設置

広域計画策定会議
( 関係市町村総務企画担当課長 )

( 総務・企画担当係長会 )

広域計画策定委員会幹事会
( 関係市町村総務企画担当課長 )

( 総務・企画担当係長会 )

広域計画策定委員会
地域住民を代表する16人

広域連合長 広域連合議会

上田地域広域連合広域計画策定体制
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区 分 氏　　　名 ふりがな 所属・役職等

委	員	長 山 崎　 順 子 やまざき　じゅんこ 上田西部地域運営協議会　委員

副委員長 若 林　 豊 文 わかばやし　とよふみ 社会福祉法人　小諸学舎理事

委				 員

石 黒　　 純 いしぐろ　じゅん 上田商工会議所　青年部会長

上 條　 正 義 かみじょう　まさよし 信州大学繊維学部　教授

萱 津　 公 子 かやつ　きみこ 長野大学社会福祉学部　特任教授

菊 池　 純 一 きくち　じゅんいち 信州上田医療センター　事務部長

小岩井　礼子 こいわい　れいこ 広域行政モニター

関 川　 久 子 せきかわ　ひさこ 第 11期ごみ減量アドバイザーリーダー

竹 内　 正 美 たけうち　まさみ 坂城町教育委員会　教育委員

都築　東一郎 つづき　とういちろう ㈱ JTB中部上田支店　支店長

羽 田　 義 久 はた　よしひさ 長和町商工会　会長

平田　加奈子 ひらた　かなこ 青木村保育園　保護者会会長

廣田　美和子 ひろた　みわこ 「名もない農家」主宰

丸 山　 紗 和 まるやま　さわ 長野大学社会福祉学部

宮坂　美代子 みやさか　みよこ 東御市まちづくり審議会　副会長

矢 島　 昭 徳 やじま　あきのり 上田市　消防団長

実施時期 委員会等 内　　　　容

平成 28年
7月13日 第１回広域計画策定会議 策定方針・体制・スケジュールの協議

10月		5日 第２回広域計画策定会議 事務事業の検証及び今後の施策に係る検討他

平成 29年

3月15日 第１回広域計画策定委員会 委員委嘱、広域計画の概要説明他

4月25日 第２回広域計画策定委員会 広域計画素案の審議

5月18日 第３回広域計画策定委員会 広域計画素案の審議

5月24日 広域連合議会全員協議会 進捗状況及び今後の日程等に関する報告

6月15日 第４回広域計画策定委員会 広域計画素案の審議

7月25日 第５回広域計画策定委員会 広域計画素案の審議結果のまとめ

9月26日 第６回広域計画策定委員会 広域計画策定委員会素案の決定

10月10日 正副広域連合長会 策定委員会から「広域計画策定委員会素案」を提出

10月26日 広域連合議会全員協議会
広域計画策定委員会素案の内容を報告
広域計画変更に伴う広域連合規約の変更について説明

12月		8日 正副広域連合長会 広域計画（案）の協議、決定

12月中下旬 関係市町村議会 広域連合規約の変更の議決

平成 30年
1月15日 長野県 広域連合規約の変更許可

2月	28日 広域連合議会 広域計画を原案どおり議決

付属資料
3

付属資料
4

上田地域広域連合広域計画策定委員会委員名簿

上田地域広域連合広域計画策定経過
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付属資料
５ 参考資料

■介護認定申請件数の推移（P35 参照）	 （単位：件数）

年　度 保険者
全　　　　体

新　規 更　新 変　更 計 構成割合

H24

上 田 市 2,299	 5,888	 810	 8,997	 77.9%
東 御 市 432	 1,098	 139	 1,669	 14.5%
長 和 町 140	 351	 54	 545	 4.7%
青 木 村 79	 221	 36	 336	 2.9%
合 　 　 計 2,950	 7,558	 1,039	 11,547	 100.0%

H25

上 田 市 1,888	 5,881	 1,144	 8,913	 77.6%
東 御 市 342	 1,133	 182	 1,657	 14.4%
長 和 町 126	 383	 76	 585	 5.1%
青 木 村 82	 202	 46	 330	 2.9%
合 　 　 計 2,438	 7,599	 1,448	 11,485	 100.0%

H26

上 田 市 1,902	 6,003	 1,210	 9,115	 78.3%
東 御 市 320	 1,081	 212	 1,613	 13.9%
長 和 町 125	 394	 76	 595	 5.1%
青 木 村 77	 203	 34	 314	 2.7%
合 　 　 計 2,424	 7,681	 1,532	 11,637	 100.0%

H27

上 田 市 1,859	 6,096	 1,265	 9,220	 78.7%
東 御 市 298	 1,107	 185	 1,590	 13.6%
長 和 町 93	 395	 94	 582	 5.0%
青 木 村 67	 214	 41	 322	 2.7%
合 　 　 計 2,317	 7,812	 1,585	 11,714	 100.0%

H28

上 田 市 1,851	 6,305	 1,316	 9,472	 79.1%
東 御 市 279	 1,124	 189	 1,592	 13.3%
長 和 町 116	 373	 80	 569	 4.7%
青 木 村 76	 234	 36	 346	 2.9%
合 　 　 計 2,322	 8,036	 1,621	 11,979	 100.0%

■介護認定審査判定結果件数の推移（P35 参照）	 （単位：件数）

年　度 保険者
申　請　区　分

計
自　立 要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5

24年度

上 田 市 10 888 1,345 1,514 1,541 1,317 1,082 1,157 8,854
東 御 市 2 138 214 294 306 251 224 203 1,632
長 和 町 1 51 77 95 101 92 76 45 538
青 木 村 0 27 41 60 60 53 36 53 330

計 13 1,104 1,677 1,963 2,008 1,713 1,418 1,458 11,354

25年度

上 田 市 12 935 1,262 1,431 1,569 1,179 1,090 1,063 8,541
東 御 市 2 140 233 250 264 255 237 192 1,573
長 和 町 0 54 76 129 99 69 69 59 555
青 木 村 0 31 41 54 47 45 46 50 314

計 14 1,160 1,612 1,864 1,979 1,548 1,442 1,364 10,983

26年度

上 田 市 14 1,065 1,424 1,519 1,589 1,214 1,141 1,063 9,029
東 御 市 1 152 232 278 311 227 208 191 1,602
長 和 町 1 56 86 125 90 94 79 60 591
青 木 村 0 44 35 63 44 41 42 43 312

計 16 1,317 1,777 1,985 2,034 1,576 1,470 1,357 11,532

27年度

上 田 市 14 1,128 1,445 1,537 1,555 1,224 1,058 1,007 8,968
東 御 市 0 160 242 314 253 218 178 184 1,549
長 和 町 2 58 77 123 90 88 69 57 564
青 木 村 1 39 33 58 58 42 32 45 308

計 17 1,385 1,797 2,032 1,956 1,572 1,337 1,293 11,389

28年度

上 田 市 15 1,135 1,374 1,671 1,498 1,145 1,038 1,042 8,918
東 御 市 5 156 226 312 252 197 203 187 1,538
長 和 町 3 64 82 134 80 68 74 59 564
青 木 村 0 33 41 68 44 37 46 41 310

計 23 1,388 1,723 2,185 1,874 1,447 1,361 1,329 11,330
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■障害支援区分判定結果件数の推移（P41 参照）
年度 保険者 申請区分 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６ 訓練等給付 計 構成割合

24年度

上 田 市 件　数 23 79 101 98 64 98 14 477 84.0%
東 御 市 件　数 0 11 17 10 6 19 6 69 12.2%
長 和 町 件　数 0 6 1 4 1 5 2 19 3.3%
青 木 村 件　数 0 1 0 1 0 1 0 3 0.5%
計 件　数 23 97 119 113 71 123 22 568 100.0%

25年度

上 田 市 件　数 11 62 58 37 46 50 5 269 79.5%
東 御 市 件　数 1 17 9 6 7 6 5 51 15.1%
長 和 町 件　数 3 2 1 2 0 4 0 12 3.6%
青 木 村 件　数 0 3 1 0 0 2 0 6 1.8%
計 件　数 15 84 69 45 53 62 10 338 100.0%

26年度

上 田 市 件　数 5 29 40 53 44 66 7 244 75.8%
東 御 市 件　数 3 7 10 15 11 13 3 62 19.3%
長 和 町 件　数 0 4 2 1 1 5 0 13 4.0%
青 木 村 件　数 0 0 1 0 1 1 0 3 0.9%
計 件　数 8 40 53 69 57 85 10 322 100.0%

27年度

上 田 市 件　数 4 44 91 100 93 107 10 449 84.6%
東 御 市 件　数 0 4 17 14 4 15 4 58 10.9%
長 和 町 件　数 0 2 2 3 4 4 2 17 3.2%
青 木 村 件　数 0 0 1 2 3 1 0 7 1.3%
計 件　数 4 50 111 119 104 127 16 531 100.0%

28年度

上 田 市 件　数 2 51 60 62 58 81 12 326 79.7%
東 御 市 件　数 0 7 15 14 8 10 3 57 14.0%
長 和 町 件　数 0 5 0 0 2 3 0 10 2.4%
青 木 村 件　数 0 4 5 3 0 4 0 16 3.9%
計 件　数 2 67 80 79 68 98 15 409 100.0%

■救急搬送収容人員と圏域外搬送比率の推移（P43 参照）
　（輪番病院・信州上田医療センター	24時間）	 （単位：人）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
丸子中央病院 660 615 780 908 926 988 1,110 1,153 1,217
小林脳外科病院 573 512 506 533 549 644 589 605 608
依田窪病院 509 546 584 544 540 552 485 555 570
安藤病院 241 277 364 346 326 371 398 410 443
柳沢病院 199 246 320 331 344 339 329 341 341
上田病院 543 635 683 636 549 511 475 479 476
塩田病院 261 220 229 221 314 153 157 126 147
東御市民病院 358 297 338 365 417 447 441 383 355
花園病院 217 221 226 218 185 191 199 203 191
鹿教湯病院 0 156 185 139 98 102 102 94 99
輪番病院小計 3,730 3,725 4,215 4,241 4,248 4,298 4,285 4,349 4,447
信州上田医療センター 1,744 1,719 1,865 2,128 2,260 2,588 2,677 2,993 3,323
補助対象病院計 5,474 5,444 6,080 6,369 6,508 6,886 6,962 7,342 7,770
管内病院小計 1,934 1,778 1,928 2,186 2,325 2,664 2,757 3,063 3,415
管内診療所計 474 447 503 547 465 480 444 403 401
管内合計 6,138 5,950 6,646 6,974 7,038 7,442 7,486 7,815 8,263
管外病院計 1,211 1,260 1,282 1,267 1,143 1,100 1,049 1,002 1,077
管外診療所計 21 22 10 13 13 3 6 13 4
管外合計 1,232 1,282 1,292 1,280 1,156 1,103 1,055 1,015 1,081
ドクターヘリ搬送 60 83 66 69 76 112 125 116 118
ドクターヘリ搬送 0 0 0 3 11 15 25 23 14
防災ヘリ搬送 4 0 0 2 1 0 0 2 0
ドクターカー引継 0 2 1 0 0 0 0 0 0
その他の場所（接骨院） 0 0 0 0 0 0 0 1 4
総合計 7,434 7,317 8,005 8,328 8,282 8,672 8,691 8,972 9,480
圏域外への搬送割合 17.4% 18.7% 17.0% 16.3% 15.0% 14.2% 13.9% 12.9% 12.8%
信州上田医療センター搬送受入割合 23.5% 23.5% 23.3% 25.6% 27.3% 29.8% 30.8% 33.4% 35.1%
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上田地域広域連合

上田市・東御市・青木村・長和町・坂城町

上
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合上

田
地域広域

連
合

平成30年度～平成34年度

周りの９個の丸は、上田地域広域連合を組織
する「市町村」（合併前は９市町村を示し、雨の
少ない「晴天の輝き」を表現しています。中に
ある３つの三角形は、山をイメージして「豊か
な自然環境」を表し、楕円形は、温泉などの観
光資源を意図しています。

上
田
地
域
広
域
連
合
広
域
計
画

平
成
30 

年
度
〜
平
成
34 

年
度

上
田
地
域
広
域
連
合

上田地域広域連合

背 4ミリ


